
平
安
期
平
城
京
域
の
空
間
利
用
と
そ
の
支
配
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堀

健

彦

門
要
約
】
　
廃
都
後
の
平
城
京
域
は
貞
観
六
年
の
「
都
城
道
路
変
為
田
畝
」
と
い
う
記
事
に
よ
り
、
大
部
分
が
早
期
に
水
田
化
し
た
と
さ
れ
、
興
氏
寺
膝
下

に
成
立
し
た
中
世
都
市
奈
良
の
み
が
存
続
し
た
と
概
説
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
べ
き
、
水
田
化
の
具
体
的
な
変
化
の
過
程
や
そ
の

空
間
的
差
異
、
推
進
主
体
な
い
し
背
黒
に
つ
い
て
、
十
全
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
明
い
難
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
平
安
期
の
平
城
京
域
を
対

象
と
し
て
、
ω
土
地
利
用
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
そ
の
空
間
附
差
異
の
解
明
、
ω
そ
れ
に
対
応
し
た
領
域
編
成
形
態
の
態
様
の
抽
出
、
㈲
空
間
支
配
の
歴
史

的
展
開
へ
の
位
置
付
け
、
と
い
う
景
観
や
領
域
形
態
と
い
う
空
間
的
次
元
を
重
視
し
た
三
段
階
か
ら
な
る
検
討
に
よ
っ
て
、
実
証
的
な
議
論
を
行
う
こ
と

を
試
み
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
一
巻
五
号
　
～
九
九
八
年
九
房

第
一
章
は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
和
銅
三
年
（
七
～
○
）
三
月
一
〇
日
に
藤
原
京
か
ら
遷
都
さ
れ
た
平
城
京
は
、
都
城
北
に
宮
を
配
置
し
、
中
央
を
南
北
に
朱
雀
大
路
が
走
っ

て
お
り
、
こ
れ
よ
り
東
の
京
域
が
左
京
、
西
の
単
記
が
右
京
と
呼
ば
れ
た
。
平
城
京
に
は
、
左
京
八
条
三
坊
五
・
六
・
＝
・
　
二
坪
に
東
市
、

右
京
八
条
二
坊
五
・
六
・
一
一
・
一
二
坪
に
西
市
と
い
う
二
つ
の
官
設
市
場
が
あ
っ
た
（
第
一
図
）
。
奈
良
期
の
平
城
京
の
入
口
は
、
沢
田
吾
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
推
計
で
二
〇
万
人
内
外
、
岸
俊
男
の
推
計
で
は
七
型
四
千
か
ら
　
○
万
人
程
度
と
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
最
大
規
模
の
都
市
で
あ
っ
た
。
平

城
京
は
、
　
時
的
に
都
が
移
る
こ
と
が
あ
っ
た
も
の
の
、
奈
良
期
約
七
〇
年
間
の
都
と
し
て
存
続
し
た
。
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第一図　対象地域の概略

　
一
方
、
奈
良
の
旧
市
街
地
は
、
中
世
以
降
発
達
し
た
寺
院
膝
下

都
市
と
し
て
の
由
来
を
も
つ
。
二
つ
の
都
市
的
空
間
の
間
に
位
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

す
る
平
安
期
の
平
城
京
域
は
、
資
料
的
制
約
も
あ
り
、
平
城
京
、
．

　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

中
世
奈
良
に
比
べ
、
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
平
城
京
か
ら
奈
良
へ
の
転
換
の
空
間
的
様
椙
が
十
全
に
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

「
都
城
道
路
変
為
田
畝
」
と
い
う
記
事
を
も
っ
て
、
大
部
分
が
早

い
時
期
に
水
田
化
し
た
と
さ
れ
、
興
福
寺
や
東
大
寺
の
膝
下
の
み

が
存
続
し
た
と
総
括
さ
れ
て
き
た
。

　
け
れ
ど
も
、
通
説
的
説
明
で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
過
程

を
経
て
、
都
城
と
い
う
都
市
空
間
が
農
業
生
産
可
能
な
農
村
空
問

に
変
化
し
た
か
に
つ
い
て
実
証
的
な
議
論
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、

水
田
化
・
農
村
化
を
押
し
進
め
る
主
体
な
い
し
背
景
、
あ
る
い
は

要
因
に
つ
い
て
の
考
察
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
結
果

の
み
が
示
さ
れ
、
具
体
的
な
過
程
の
分
析
を
欠
い
て
い
る
と
言
え

る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
時
間
的
な
展
開
に
つ
い
て
の
検
討
を

欠
く
の
と
同
様
に
、
空
間
的
視
角
が
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
。
確

か
に
水
田
化
は
進
行
し
た
が
、
髭
ハ
体
的
に
水
田
が
い
つ
頃
ど
の
よ

う
に
分
布
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
未
だ
示
さ
れ
て
い
な
い
の
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で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
踏
ま
え
、
平
安
期
平
城
京
域
の
推
移
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
り
、
廃
都
で
失
わ
れ
た
都
市
的
空
間
要
素
と
保

持
さ
れ
た
要
素
の
整
理
か
ら
議
論
を
始
め
た
い
。
ま
ず
、
廃
都
に
よ
る
最
も
大
き
な
空
間
的
変
化
と
し
て
、
官
衙
の
廃
止
と
人
口
減
少
に
よ
る

宅
地
の
減
少
や
道
路
の
消
滅
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
左
右
京
－
条
一
坊
と
い
う
支
配
単
位
と
そ
れ
に
対
応
し
た
京
職
－
坊
令
－
坊
長
と
い
う

支
配
機
構
の
廃
止
も
空
聞
構
造
を
大
き
く
変
化
さ
せ
る
要
因
で
あ
っ
た
。
一
方
、
存
続
し
た
の
が
、
条
坊
地
割
・
条
坊
呼
称
と
寺
院
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
都
城
特
有
の
条
坊
地
割
が
、
廃
都
後
も
残
っ
た
の
は
平
城
京
だ
け
で
あ
る
。
平
城
京
の
条
坊
地
割
は
、
京
域
を
「
五
〇
〇
大
尺
四
方
の
方
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
区
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
坊
は
南
北
に
㎝
条
か
ら
九
条
ま
で
九
列
、
東
西
に
は
右
京
で
は
朱
雀
大
路
か
ら
西
に
四
列
が
並
ん
で
い
た
。
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

京
で
は
、
朱
雀
大
路
を
中
心
線
と
し
て
折
り
返
し
た
部
分
に
加
え
、
新
京
と
称
さ
れ
る
張
り
出
し
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
寺
院
に
関
し
て
は
、
永
島
福
太
郎
が
、
「
長
岡
京
遷
都
と
と
も
に
、
平
城
京
内
は
し
だ
い
に
田
園
化
し
た
。
だ
が
大
社
・
大
寺
は
残
り
、
荘

園
領
主
と
し
て
の
勢
威
を
保
ち
、
堂
塔
の
建
立
な
ど
が
相
次
い
だ
た
め
、
社
人
寺
人
が
社
寺
の
付
近
に
居
館
・
僧
坊
を
設
け
、
隷
属
民
の
小
屋

も
立
ち
並
び
、
古
代
都
市
と
は
ま
っ
た
く
性
格
を
異
に
す
る
都
市
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
一
二
世
紀
に
は
東
大
寺
・
興
福
寺
・
元
興

寺
な
ら
び
に
春
日
社
周
辺
に
門
前
郷
が
発
達
し
、
東
大
寺
七
言
・
南
都
四
郷
な
ど
が
成
立
し
、
商
工
業
者
の
座
も
形
成
さ
れ
る
ほ
ど
に
な
つ

⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
」
と
寺
院
の
存
続
を
軸
に
据
え
、
平
城
京
か
ら
奈
良
へ
の
推
移
の
空
薫
的
様
相
を
説
明
し
て
い
る
。
永
島
は
、
包
括
的
に
奈
良
関
係
の
歴
史

状
況
を
把
握
し
た
上
で
多
面
的
な
考
察
を
展
開
し
て
お
り
、
一
連
の
著
作
は
こ
の
地
域
の
歴
史
の
全
体
像
を
提
示
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
中
に
は
平
城
京
か
ら
奈
良
へ
の
移
行
過
程
に
関
連
す
る
事
実
の
指
摘
や
示
唆
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
指
摘
し

た
よ
う
に
、
平
城
京
か
ら
奈
良
へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
、
幾
つ
か
の
点
で
さ
ら
に
実
証
的
に
検
討
す
べ
き
論
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
そ
の
際
、
ま
ず
注
意
し
た
い
の
は
、
長
岡
遷
都
に
よ
り
平
城
京
が
完
全
に
放
棄
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
延
暦
一
〇
年
（
七
九
一
）

九
月
一
六
日
に
は
、
越
前
・
丹
波
・
但
馬
な
ど
八
力
国
に
命
じ
て
、
平
城
宮
の
諸
門
を
壊
し
、
長
岡
宮
に
移
築
さ
せ
て
い
る
も
の
の
、
延
暦
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

年
（
七
八
四
）
三
月
一
〇
日
に
左
右
匹
見
使
が
設
置
さ
れ
、
延
暦
饅
年
（
七
八
五
）
八
月
に
天
皇
が
平
城
宮
に
一
ヶ
月
問
滞
在
し
、
延
暦
一
一
年

76 （682）
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⑰

（
七
九
二
）
二
月
に
諸
衛
府
に
平
城
男
宮
を
守
ら
せ
る
命
令
を
出
す
な
ど
、
平
城
京
を
維
持
す
る
姿
勢
も
同
時
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

冊
子
の
乱
に
際
し
て
、
平
城
上
皇
が
平
城
京
へ
の
鼻
捻
を
計
画
し
て
い
る
こ
と
、
乱
後
、
官
人
を
伴
っ
て
平
城
宮
に
居
住
し
た
こ
と
は
、
世
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

紀
半
ば
の
平
城
京
が
完
全
に
廃
絶
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
の
点
を
踏
ま
え
た
形
で
、
近
年
の
瀧
浪
貞
子
や
館
野
和
己
の
研
究
で
は
平
城
京
の
条
坊
、
支
配
機
構
、
京
戸
と
い
っ
た
空
間
的
な
形
態
や

領
域
的
な
支
配
体
系
と
関
連
す
る
論
点
を
検
討
し
、
都
城
の
統
治
機
構
廃
止
後
も
暫
く
は
「
京
」
と
し
て
の
性
格
を
維
持
し
た
こ
と
を
指
摘
す

る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
の
解
明
と
そ
れ
に
基
づ
く
指
摘
は
、
廃
都
目
水
沼
化
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
廃
都
後
の
平
城
京
の
展
開
に
つ
い
て

の
再
考
を
促
す
も
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
こ
か
ら
は
、
か
つ
て
都
城
で
あ
っ
た
平
城
京
と
い
う
空
間
が
後
世
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ

し
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
必
要
性
、
さ
ら
に
は
平
城
京
域
に
お
け
る
領
域
の
編
成
形
態
と
支
配
機
構
の
分
析
の
必
要
性
を
導
く
こ
と
が
で

き
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
け
れ
ど
も
、
既
住
の
議
論
で
は
、
対
象
期
が
平
安
初
期
に
限
ら
れ
て
お
り
、
平
城
京
か
ら
奈
良
へ
と
い
う
推
移
の
議

論
に
は
収
束
し
な
い
。
こ
れ
は
、
古
代
史
研
究
と
中
世
史
研
究
と
い
う
使
用
資
料
の
相
違
に
起
因
す
る
と
も
思
わ
れ
る
が
、
平
城
京
か
ら
奈
良

へ
の
推
移
を
考
え
る
こ
と
を
穏
的
と
す
る
な
ら
ば
、
平
城
上
皇
期
に
加
え
て
、
少
な
く
と
も
鎌
倉
期
初
期
の
中
世
史
研
究
に
よ
る
中
世
都
市
奈

良
の
研
究
と
の
接
合
が
可
能
に
な
る
時
代
ま
で
を
視
野
に
入
れ
た
議
論
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　
さ
ら
に
平
安
期
平
城
京
域
を
考
え
る
際
、
都
市
史
研
究
と
寺
院
史
警
世
の
動
向
を
視
野
に
入
れ
て
議
論
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
都
市
史
研

究
に
お
い
て
は
、
平
城
京
は
古
代
都
城
の
都
市
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
平
安
初
期
平
城
京
が
「
京
」
と
し
て
の
性
格

を
有
し
て
い
た
と
い
う
先
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
平
城
京
域
に
お
け
る
中
世
的
空
間
構
造
へ
の
移
行
過
程
の
分
析
と
、
そ
の
位
置
づ
け

が
都
市
史
研
究
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
平
城
京
を
考
え
る
際
に
十
分
留
意
が
必
要
な
寺
院
に
関
し
て
は
、
平
安
期
に

平
城
京
域
の
寺
院
の
中
で
も
興
福
寺
が
有
力
化
し
、
大
和
国
支
配
を
緩
め
て
い
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
が
、
寺
院
の
膝
下
た
る
平
城
京
域
と

い
う
空
間
の
編
成
形
態
と
近
年
の
寺
院
史
・
寺
院
経
済
史
の
知
見
と
は
、
ほ
と
ん
ど
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
接
点
を
持
っ
て
い
な
い
。

　
総
括
す
る
と
、
研
究
史
上
の
重
要
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
廃
都
後
の
平
城
京
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
、
平
安
初
期
に
つ
い
て
考
察
が
若
干
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⑫

存
在
す
る
も
の
の
、
全
般
的
に
は
具
体
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
平
安
期
の
平
城
京
全
域
を
対
象
と
し
て
、
空
間
利
用

と
空
間
支
配
、
領
域
編
成
形
態
の
変
化
の
様
相
を
で
き
う
る
限
り
具
体
的
に
示
し
た
上
で
、
歴
史
的
過
程
と
の
関
連
を
重
視
し
つ
つ
、
平
城
京

域
と
い
う
空
間
の
変
化
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
提
示
す
る
こ
と
を
本
稿
の
課
題
と
し
て
設
定
し
た
い
。

①
早
藤
日
本
紀
輪

②
　
沢
田
吾
一
『
奈
良
朝
時
代
民
政
経
済
の
数
的
研
究
』
冨
山
房
　
一
九
一
一
七

③
岸
俊
男
凹
五
代
宮
都
の
探
究
』
塙
書
房
一
九
八
四

④
　
平
城
京
域
と
い
う
語
の
指
示
範
囲
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
は
、
平

　
城
京
域
と
呼
ぶ
場
合
、
東
京
極
大
路
以
東
の
東
大
寺
や
春
日
社
等
の
敷
地
は
含
め

　
な
い
。
こ
れ
ら
も
含
め
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
平
城
京
域
及
び
そ
の
周
辺
と
表
現

　
す
る
。
ま
た
、
奈
良
の
範
囲
は
、
東
大
寺
や
興
福
寺
の
膝
下
を
指
す
も
の
と
、
本

　
稿
で
は
し
て
お
く
。

⑤
平
城
京
の
都
市
的
構
造
に
関
署
す
る
研
究
に
は
、
発
掘
調
査
も
含
め
枚
挙
に
暇

　
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
行
霜
雪
必
要
な
文
献
に
関
し
て
示
す
こ
と
と
す
る
。

⑥
中
肚
奈
良
の
都
市
構
造
全
般
に
つ
い
て
は
、
a
永
島
福
太
郎
剛
奈
良
』
吉
川
弘

　
文
館
　
一
九
六
三
、
b
同
凹
奈
良
文
化
の
伝
流
』
中
央
公
論
社
　
～
九
四
四
、
c

　
奈
良
市
史
編
集
霧
議
会
『
奈
良
市
史
　
逓
史
　
蔦
吉
川
弘
文
館
　
　
｝
九
九
四
、
d

　
稲
葉
伸
道
「
中
世
都
市
奈
良
の
成
立
と
検
断
」
五
味
冬
彦
編
『
中
世
を
考
え
る

　
都
市
の
中
世
隔
吉
川
弘
文
館
　
　
一
九
九
二
な
ど
で
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

⑦
問
題
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
「
座
談
会
日
本
史
上
の
奈
良
」
中
塚
明
編
『
古

　
都
論
【
日
本
史
上
の
奈
良
一
』
柏
書
房
　
～
九
九
四
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

⑧
『
日
本
三
代
実
録
㎞
貞
観
六
年
＝
月
七
日
条

⑨
町
田
章
欄
平
城
京
』
ニ
ュ
ー
・
サ
イ
エ
ン
ス
社
｝
九
八
六
。
な
お
、
平
城
京

　
で
は
道
路
幅
が
独
自
に
取
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
実
際
に
は
、
接
し
て
い
る

　
二
本
の
道
路
幅
分
の
半
分
を
除
い
た
も
の
が
一
ブ
ロ
ッ
ク
の
幅
と
な
る
。

⑩
　
平
城
京
で
は
、
一
坊
は
一
六
の
ブ
ロ
ッ
ク
か
ら
な
っ
て
い
た
。

⑪
こ
の
名
称
は
、
関
野
貞
〔
凹
平
城
京
及
大
内
裏
考
』
東
京
帝
国
大
学
紀
要
工
科

　
第
三
冊
　
一
九
〇
七
〕
が
用
い
た
用
語
で
あ
る
。

⑫
同
様
の
も
の
と
し
て
、
右
京
一
条
北
に
二
町
分
の
北
辺
坊
と
称
さ
れ
る
部
分
が

　
あ
る
。

⑬
前
掲
第
一
章
⑥
a

⑭
空
間
の
上
で
も
都
市
奈
良
と
農
業
空
間
と
な
っ
て
い
っ
た
奈
良
以
外
の
平
城
京

　
域
を
分
け
て
論
じ
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
に
な
っ
て
い
る
。

⑮
　
大
井
重
三
郎
『
平
城
古
誌
』
初
音
書
房
　
一
九
七
四

⑯
噸
続
日
本
紀
隔
延
暦
四
年
八
月
二
四
日
条

⑰
凹
日
本
紀
略
』
延
暦
コ
年
二
月
二
八
日
条

⑱
隅
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
七
月
；
百
条
、
鯛
類
聚
国
史
』
太
上
天
皇
条
弘

　
仁
一
四
年
四
月
二
二
日

⑲
前
掲
第
一
章
⑳
、
後
渡
第
～
章
⑳
b
に
詳
し
く
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
。

⑳
瀧
浪
貞
子
「
京
戸
の
存
在
形
態
」
古
代
文
化
四
二
二
一
九
九
四

⑳
a
館
野
和
己
「
平
城
京
そ
の
後
」
『
日
本
古
代
国
家
の
展
開
上
巻
』
思
文
閣

　
出
版
　
一
九
九
五
、
b
同
「
平
城
筥
そ
の
後
」
『
日
本
社
会
の
史
的
特
質
古

　
代
・
中
世
隔
思
文
閣
出
版
　
…
九
九
七

⑫
　
た
だ
し
、
本
稿
で
は
行
論
上
必
要
で
あ
る
場
合
、
な
い
し
は
資
料
的
制
約
上
、

　
後
世
の
資
料
か
ら
遡
及
的
に
平
安
期
の
状
況
を
議
論
せ
ざ
る
得
な
い
場
合
に
お
い

　
て
は
、
鎌
倉
期
以
降
の
資
料
を
用
い
て
議
論
を
行
う
。
し
か
し
あ
く
ま
で
議
論
の

　
中
心
は
平
安
期
の
状
況
に
あ
る
。
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第
二
章
　
空
間
利
用
の
展
開

　
奈
良
期
の
空
間
利
用
は
、
平
城
宮
に
近
接
す
る
場
所
に
王
族
貴
族
の
広
大
な
屋
敷
が
展
開
し
、
平
城
宮
か
ら
離
れ
た
出
域
南
部
に
下
級
官
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

や
庶
民
等
の
零
細
な
屋
敷
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
空
間
構
造
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
宅
地
と
し
て
の
土
地
利
用
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

平
城
京
の
ほ
ぼ
全
面
に
展
開
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
平
城
京
域
は
都
が
お
か
れ
る
こ
と
で
宅
地
と
し
て
の
土
地
利
用
が
卓
越
し
た
空
間
と
な

っ
て
い
た
こ
と
を
議
論
の
前
提
に
据
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
平
城
京
の
空
問
構
造
は
廃
都
後
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
文
書
資
料
と
、
発
掘

デ
ー
タ
と
を
用
い
て
、
平
城
京
域
の
土
地
利
用
の
変
化
と
、
そ
の
空
間
的
展
開
の
諸
相
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
一
節
寺
院
の
分
布

平安期平城京域の空間利用とその支配（堀）

　
ま
ず
、
廃
都
後
も
存
続
し
た
要
素
の
一
つ
で
あ
る
寺
院
の
立
地
を
、
一
節
以
下
で
土
地
利
用
を
考
え
る
に
先
だ
っ
て
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
第
二
図
に
平
城
京
域
と
そ
の
周
辺
で
の
寺
院
分
布
を
示
し
た
。
こ
れ
か
ら
、
外
京
域
と
そ
の
周
辺
に
多
く
の
寺
院
が
集
中
し
、
右
京
に
も
寺

院
が
数
多
く
存
在
す
る
の
に
対
し
、
左
京
の
三
条
～
七
条
・
一
～
五
坊
の
間
に
は
、
大
安
寺
を
除
い
て
主
要
寺
院
が
な
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

第
二
節
　
土
地
利
用
の
変
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
④

　
通
説
に
お
い
て
、
平
城
京
の
急
速
な
荒
廃
、
水
田
化
を
示
す
際
に
ま
ず
引
用
さ
れ
る
の
が
、
「
都
城
道
路
変
為
田
畝
」
と
い
う
九
世
紀
半
ば

の
文
雷
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
外
に
も
、
九
世
紀
半
ば
で
の
都
市
的
機
能
の
衰
退
、
景
観
変
化
を
物
語
る
も
の
と
し
て
、
平
城
京
が
水
田
な
い
し

は
空
閑
地
と
し
て
下
賜
さ
れ
た
記
事
が
あ
る
（
第
一
表
）
。
こ
れ
ら
の
記
事
は
、
平
城
上
皇
の
亡
く
な
っ
た
天
長
元
年
（
八
二
四
）
以
降
の
も
の

で
、
平
城
宮
廃
止
後
の
状
況
を
示
し
て
お
り
、
都
市
的
な
土
地
利
用
の
衰
退
と
荒
地
の
出
現
、
水
田
へ
の
転
換
な
い
し
耕
地
化
を
伝
え
る
。
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第二図　寺社の分布

第一表　平城京域の土地の下賜事例

年月日 対　　象 内　　容 出　　典

承和2（835）1・6 「平城旧宮処水陸地」40余町 高岳親王に与えられる 『続日本後紀』

承和3（836）5・25 平城京内空閑地230町 勅旨田が太皇太后朱雀院のため 『続日本後紀』

に設定される

貞観2（860）10・15 「大和国平城京中水田」55町 不退超昇両寺に施入 『日本三代実録』

4段288歩

貞観4（862）6・14 平城旧京中勅旨田30町 高岳親王などに返還。同時に， 『日本三代実録」

興福寺宿院にも田が与えられる

貞観8（866）3・28 「大和国平城内田地」ユ6町3 従四位下行山城権守在原朝臣善 『日本三代実録』

段120歩 淵に与えられる

第二表　九・一〇世紀の土地文書例

年月日 対象地 地目内容 出典

延暦23（804）6・20 左京2条5坊7町 家地　相博 平25

大同4（809）6・6 左京2条5坊7町 開発により除帳 平25

仁和3（887）7・7 左京6条3坊15坪 家地　売買 平176

延喜2（902）12・28 左京4条2坊，左京5条2坊， 園地　施入 平4551
左京5条6坊

延喜5（905）7・11 左京5条6坊 田地　佐伯院を大寺東南院に附属する 平192
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平安期平城京域の空問利用とその支配（堀）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
こ
れ
ら
賜
与
さ
れ
た
土
地
は
広
大
で
、
例
え
ば
、
承
和
三
年
の
朱
雀
院
の
勅
旨
田
の
面
積
は
京
全
体
の
一
四
％
程
度
に
あ
た
っ
て
お
り
、
興

福
寺
や
薬
師
寺
等
の
広
い
面
積
を
占
め
る
寺
院
が
京
内
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
勘
案
す
る
な
ら
、
こ
の
勅
旨
田
は
平
城
京
域
の
か
な
り
の
部

分
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
二
三
〇
町
全
部
が
水
田
化
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
規
模
に
空
閑
地
が
認
定
さ
れ
、
そ
の
開
発
が
期
待
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
れ
ら
は
、
六
国
史
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
平
安
前
期
の
土
地
利
用
の
状
況
で
あ
っ
た
。
次
に
、
平
安
期
か
ら
鎌
倉
中
期
ご
ろ
ま
で
の
証
文
類

を
用
い
て
、
よ
り
微
細
に
、
土
地
利
用
を
把
握
す
る
。
【
○
世
紀
頃
以
前
の
土
地
文
書
を
第
二
表
に
示
し
た
。
六
国
史
が
水
田
へ
の
志
向
性
を

物
語
っ
て
い
た
九
世
紀
に
は
、
現
存
文
書
数
が
少
な
く
、
男
爵
で
の
位
置
が
示
さ
れ
な
い
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
、
一
〇
世
紀
初
の
デ
ー
タ
も

含
め
、
田
と
い
う
地
目
は
少
な
く
、
家
地
・
園
地
が
多
い
。

　
そ
し
て
、
延
喜
二
年
（
九
〇
二
）
の
太
政
尊
貴
で
園
地
で
あ
っ
た
左
京
五
条
六
芸
は
、
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
の
施
入
状
で
は
蟹
地
と
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
延
暦
二
三
年
（
八
〇
四
）
の
売
券
で
家
地
で
あ
っ
た
左
京
二
条
五
坊
七
町
の
地
は
、
大
同
年
間
に
至
り
開
発
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
園
地
・
家
地
か
ら
水
田
へ
と
い
う
志
向
性
は
、
六
国
史
の
記
事
内
容
と
合
致
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
次
に
、
東
大
寺
関
係
の
資
料
に
み
え
る
一
〇
世
紀
の
土
地
利
用
を
検
討
す
る
（
第
三
表
）
。
九
世
紀
半
ば
の
「
東
大
寺
封
戸
荘
園
井
寺
用
帳
」

か
ら
は
、
東
大
寺
が
平
城
左
京
に
水
田
を
四
町
九
段
二
八
○
歩
、
畠
を
四
町
二
段
＝
一
　
○
歩
領
有
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
注
意
し
て
お
き

た
い
の
が
、
水
田
と
畠
の
合
計
規
模
か
ら
み
て
、
左
京
二
条
七
賢
の
雑
人
の
居
住
地
が
畠
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
水
田
で
は
下

米
が
算
出
さ
れ
る
の
に
対
し
、
畠
に
は
客
思
記
載
が
見
え
ず
、
確
認
が
賦
課
さ
れ
て
い
な
い
。
畠
と
い
う
地
臼
は
律
令
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い

が
・
土
地
利
用
上
は
園
地
と
大
差
な
く
・
制
度
的
に
は
園
地
と
同
様
に
不
輸
租
と
髪
ら
れ
て
お
⑳
平
城
京
域
の
土
地
は
・
ま
ず
土
地
利

用
上
も
地
目
上
も
園
地
・
畠
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
廃
都
に
よ
り
平
城
京
域
の
土
地
は
園
地
・
家
地
と
さ
れ
た
こ
と
、
水
田
化
を
志
向
し
た
土
地
利
用
変
化
が
九
・
一
〇
世
紀
を
通
じ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

進
め
ら
れ
、
『
東
大
寺
要
録
』
所
収
の
「
諸
国
諸
庄
田
地
　
長
徳
四
年
注
文
定
」
に
「
陸
田
治
開
田
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
平
城
京
域
に
お
い
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平城京域内の土地（含　推定）

湛照僧都分付帳 諸国二二田地　長徳4年注文定

（『東大寺要録』所収 978－984年前後） （『東大寺要録』所収長徳4年（998）

寺廻並随近田地

地坊田1町5段
畠

陵畠地2町3段 在墨入官符公験 陸［H治開醗3町4段　在平城京左1条2坊佐保里

匹田ユ町5段 在図券公験

佐保藍田4町3段60歩

平城田村地2町4段248歩

4条2坊12坪1町2段124歩

5条2坊9坪1町2段124歩

堀肥1町2段 同京4条5坊填穴田1町2段124歩

西市地120歩 同一ノ1㌧条市癌三日目　11i［r　2段124歩

東市地1町2段10歩

和田1町2段

て
、
土
地
利
用
が
家
地
か
ら
畠
、
畠
か
ら
田
へ
と
転
換
し
た
こ
と
が

読
み
と
れ
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
変
化
の
パ
タ
ー
ン
を
通
時
的
に
追
跡
で
き
る
の
が
、
右
京
五

条
二
坊
＝
二
坪
の
事
例
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
地
は
承
元
五
年
（
一

一
＝
　
）
に
、
「
処
分
与
　
私
領
敷
地
畠
事
　
合
口
試
丈
三
尺
　
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

十
六
丈
也
　
在
右
京
五
条
二
坊
十
三
洋
」
と
あ
り
、
敷
地
畠
と
し
て

現
れ
る
。
そ
の
一
〇
年
端
に
、
敷
地
畠
に
東
接
す
る
土
地
が
「
沽
却

私
領
家
地
事
　
合
南
口
函
丈
九
尺
、
長
十
六
丈
在
右
京
五
條
黙
坊

　
　
⑨

十
三
坪
」
と
家
地
と
し
て
見
え
る
。
こ
の
あ
と
、
安
貞
三
年
（
＝
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

二
九
）
二
月
一
八
日
に
敷
地
畠
で
あ
っ
た
土
地
が
畠
と
し
て
見
え
る
。

さ
ら
に
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
六
月
二
八
日
に
は
、
「
沽
却
　
私
領

畠
地
事
　
合
東
西
拾
丈
捌
尺
　
南
北
拾
陸
尺
　
在
添
下
郡
右
京
五
条

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

二
坊
十
三
坪
　
字
田
塑
」
と
み
え
、
二
つ
の
土
地
を
包
摂
す
る
土
地

が
畠
地
と
し
て
現
れ
る
。
さ
ら
に
約
百
年
後
、
貞
和
四
年
（
一
三
四

八
）
に
「
沽
却
田
地
事
合
壷
段
余
者
在
添
下
郡
右
京
五
條
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

坊
十
三
坪
之
内
、
字
田
盤
」
と
あ
り
、
こ
の
時
点
で
水
田
化
し
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

　
同
様
の
変
遷
過
程
は
、
＝
二
世
紀
に
水
田
化
さ
れ
た
左
京
八
条
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

坊
七
坪
を
取
り
上
げ
た
水
野
章
二
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
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平安期平城京域の空間利用とその支配（堀）

第三表　東大等関係資料にみえる

天暦…4年（950）11月20日東大寺封戸荘園井寺用帳（平257）

水瞬4町9段280歩　畠4町2段130歩

3町ユ2歩惟入井仕丁導住居所，フ段陽発，渚直米3看6斗4升，

2段88歩，荒，見田1町3段，沽疸米5石6斗7Jl・，

3段，荒，1町2段見，沽直米9斗

平城左京田畠9町ユ段340歩

　2条5町2段100歩
　　7坊3町7段ユ2歩

　　2里1町5段82歩

　　3条2望見里1町5段

il貰斗こ6石1斗’1チト

西π尋埆，

　4条5坊坦穴田1町2段120歩
八條市庄司1町2段120歩，西市地120歩

こ
れ
以
外
で
も
、
左
京
七
条
四
坊
一
二
坪
で
は
　
一
世
紀
半
ば
か
ら

＝
二
世
紀
半
ば
の
問
に
家
地
・
畠
か
ら
田
へ
と
変
化
し
、
同
＝
ハ
坪

で
は
、
一
　
一
世
紀
半
ば
に
田
畠
か
ら
田
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
一
方
、

一
一
世
紀
半
ば
に
田
で
あ
っ
た
左
京
五
条
五
坊
七
坪
の
よ
う
な
例
も

あ
る
。

　
九
・
　
○
世
紀
に
家
地
・
園
地
と
い
う
地
目
が
多
く
み
ら
れ
た
一

方
、
そ
れ
が
「
開
発
」
さ
れ
水
田
化
す
る
部
分
も
存
在
し
て
い
た
こ

と
も
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
水
田
化
は
統
一
的
に
進
め
ら
れ
た
の

で
は
な
く
、
場
所
に
よ
っ
て
時
間
差
を
伴
い
つ
つ
進
行
し
て
い
た
こ

と
、
そ
の
際
に
は
一
気
に
水
田
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
家
地
か
ら

畠
、
畠
か
ら
水
田
へ
の
転
換
と
い
う
二
段
階
を
経
た
と
い
う
見
通
し

が
得
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
は
、
平
城
京
域
で
は
、
都
城
と
し
て
の
大
規

模
な
都
市
計
画
と
造
成
工
事
に
よ
り
、
ほ
ぼ
全
面
が
一
旦
は
宅
地
と

な
っ
た
こ
と
、
平
安
期
の
水
田
の
現
作
率
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

耕
地
と
し
て
の
安
定
性
が
低
い
こ
と
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
水
田
を
志
向
し
て
い
て
も
、
一
気
に
水
田
に
転

換
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
畠
と
し
て
利
用
し
、
水
利
条
件
の
整
備

を
経
て
、
水
田
化
す
る
こ
と
が
、
現
実
的
方
策
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
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第
三
節
　
家
地
立
地
の
空
間
構
造

84 （690）

前
節
で
明
ら
か
に
な
っ
た
空
間
利
用
変
化
の
大
筋
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
に
家
地
を
中
心
と
し
て
土
地
利
用
の
空
間
構
造
を
検
討
し
た
い
。

　
第
一
項
　
証
文
類
に
み
え
る
家
地
の
立
地

　
第
三
図
は
証
文
類
な
ど
の
資
料
か
ら
、
＝
世
紀
か
ら
一
三
世
紀
半
ば
頃
の
土
地
利
用
を
、
地
図
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
右
京
左

京
問
わ
ず
水
田
と
い
う
土
地
利
用
が
出
現
七
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
見
て
取
れ
る
も
の
の
、
同
時
に
い
く
つ
か
の
地
点
で
は
家
地
や
畠
な
ど
の
土

地
利
用
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
同
時
に
読
み
取
れ
る
。

　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
世
紀
半
ば
に
、
東
大
寺
や
興
福
寺
膝
下
の
土
地
を
表
現
す
る
場
合
、
条
坊

　
前
町
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
平
城
京
域
の
証
文
類
の
う
ち
、

呼
称
法
を
使
用
せ
ず
に
、
道
路
名
や
字
名
等
の
み
で
表
現
す
る
例
が
み
え
る
こ
と
は
、
一
一
世
紀
末
か
ら
＝
一
世
紀
初
頭
の
京
都
の
売
券
類
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

み
ら
れ
る
変
化
と
共
通
す
る
呼
称
法
の
変
化
で
あ
る
。
こ
の
京
都
の
変
化
は
、
都
市
住
民
の
主
体
的
結
合
を
背
景
と
し
た
も
の
で
、
平
安
京
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ら
中
世
京
都
へ
の
転
換
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
地
区
は
、
古
代
的
都
市
か

ら
中
世
的
都
市
へ
の
転
成
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
そ
こ
で
、
家
地
の
表
現
法
に
注
目
し
、
こ
の
点
を
さ
ら
に
考
え
る
。
家
地
規
模
を
示
す
形
式
と
し
て
、
　
区
な
ど
区
で
示
す
も
の
、
町
反
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

示
す
も
の
、
一
処
と
す
る
も
の
、
丈
尺
に
よ
る
も
の
な
ど
、
多
様
な
形
が
存
在
す
る
。
こ
の
う
ち
、
区
で
表
現
す
る
形
式
が
最
も
早
く
見
え
、

奈
良
期
平
城
京
の
家
地
売
券
に
も
共
通
す
る
形
式
で
あ
る
。
次
に
、
丈
尺
で
規
模
を
示
す
方
法
だ
が
、
こ
れ
は
大
和
国
で
は
＝
一
世
紀
に
初
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
る
。
丈
尺
に
よ
る
表
現
は
都
市
特
有
の
も
の
で
、
京
都
・
奈
良
・
鎌
倉
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
興
福
寺

や
東
大
寺
の
膝
下
地
区
で
は
、
七
尺
が
一
間
と
な
る
七
尺
鑑
定
の
丈
尺
表
現
が
数
多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
平
城
京
域
で
も
、
丈
尺
で

示
し
て
い
る
例
が
三
例
、
左
京
二
条
三
坊
四
坪
（
法
華
寺
南
）
、
右
京
五
条
二
面
一
三
坪
（
薬
師
寺
北
）
、
左
京
九
条
三
坊
九
坪
（
東
市
周
辺
）
、
見
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⑳

え
る
。
ま
た
、
平
城
京
域
に
限
ら
ず
、
大
和
国
で
は
、
管
見
の
限
り
で
も
、
法
隆
寺
の
膝
下
な
ど
で
丈
尺
に
よ
る
表
現
が
み
ら
れ
る
。

　
東
大
寺
や
興
福
寺
の
膝
下
地
区
以
外
で
も
、
丈
尺
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
場
合
が
存
在
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
が

な
さ
れ
る
場
所
を
都
市
と
し
て
措
定
す
る
な
ら
ば
、
平
城
京
域
で
は
、
東
大
寺
や
興
福
寺
の
膝
下
地
区
以
外
で
も
都
市
的
景
観
が
存
在
し
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
丈
尺
で
示
さ
れ
る
家
地
が
町
反
で
示
さ
れ
る
家
地
に
比
べ
か
な
り
小
規
模
な
土
地
で
あ
る
点
も
勘

案
す
る
な
ら
ば
、
先
の
措
定
の
妥
当
性
は
さ
ら
に
高
ま
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
と
こ
ろ
で
、
畠
と
園
宅
地
と
の
問
に
は
実
質
的
土
地
利
用
の
上
で
は
大
差
が
な
か
っ
た
と
い
う
指
摘
や
、
一
〇
世
紀
の
東
大
寺
関
係
の
資
料

で
居
住
地
が
畠
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
水
田
化
は
家
地
↓
畠
↓
田
と
進
行
す
る
こ
と
な
ど
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
畠
は
家
地
と
実
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

上
極
め
て
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
最
近
ま
で
家
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
土
地
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
こ
で
第
三
図
か
ら
家
地
と
畠
の
立
地
を
探
る
な
ら
、
先
の
三
例
以
外
に
大
安
寺
周
辺
、
西
市
周
辺
な
ど
に
家
地
が
存
在
す
る
こ
と
、
畠
が

家
地
に
近
接
し
て
存
在
す
る
場
合
が
多
い
こ
と
、
河
川
沿
い
に
立
地
す
る
家
地
や
畠
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
家
地
な
い
し
畠
と
い
う
地
面
で

示
さ
れ
る
田
地
以
外
の
土
地
利
用
が
維
持
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
法
華
寺
、
薬
師
寺
、
大
安
寺
、
さ
ら
に
は
東
大
寺
、
興
福
寺
と
い
っ
た
寺
院

と
の
近
接
が
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
流
通
経
済
と
の
関
連
も
考
え
得
る
。
ま
ず
、
左
京
二
条
三
七
四
坪
な
ど
は
、
後
述
す
る
よ
う

に
京
都
と
の
交
通
路
に
近
い
場
所
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
平
城
京
東
西
市
周
辺
に
家
地
な
い
し
は
畠
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
都
城
に
起
源
を
持
つ

市
場
が
＝
二
二
世
紀
頃
に
お
い
て
も
経
済
流
通
機
構
と
し
て
機
能
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
特
に
東
市
は
置
市
と
し
て
平
安
期
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
市
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
枕
草
子
な
ど
に
見
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
で
、
寺
院
と
近
接
し
な
い
一
二
世
紀
代
の
家
地
・
畠

地
を
見
る
な
ら
ば
、
水
運
に
利
用
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
河
川
に
近
接
し
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　
以
上
か
ら
、
家
地
の
維
持
と
関
連
が
深
か
っ
た
の
は
、
有
力
寺
院
と
の
近
接
と
、
交
通
・
経
済
上
の
利
便
性
の
有
無
で
は
な
か
っ
た
か
と
推

測
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
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平安期平城京域の空間利用とその支配（堀）

　
第
二
項
　
発
掘
調
査
で
検
出
さ
れ
た
家
地
の
立
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
証
文
類
で
拾
う
こ
と
の
で
き
る
地
点
は
限
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
次
に
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
検
出
さ
れ
た
建
物
遺
構
の
立
地
を
検
討
す
る
。
た

だ
し
、
平
安
初
期
に
つ
い
て
は
、
平
城
宮
存
続
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
奈
良
期
に
建
て
ら
れ
、
廃
都
に
よ
っ
て
も
壊
さ
れ
ず
に
平
安
初
期
ま
で

存
続
し
た
遺
構
が
比
較
的
多
く
あ
っ
た
こ
と
が
発
掘
で
も
確
認
さ
れ
て
お
り
、
平
安
初
期
を
対
象
期
間
か
ら
除
く
。
ま
た
、
東
大
寺
・
興
福
寺

膝
下
は
、
証
文
類
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
平
安
期
に
も
家
地
が
上
申
し
て
い
た
こ
と
、
発
掘
で
も
奈
良
期
か
ら
現
代
に
至
る
各
期
の
遺
構
が
検
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
醗

さ
れ
る
こ
と
、
何
圓
も
の
整
地
に
よ
り
、
遺
構
が
と
ら
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
当
面
の
検
討
か
ら
外
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
①
平
城
宮
第
二
次
大
極
殿
跡
で
、
九
・
一
〇
世
紀
頃
と
中
世
の
建
物
遺
構
を
検
出
す
る
。
第
　
次
大
極
殿
地
区
で
は
、
平
城
上
皇
期
に
続
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
時
期
の
建
物
遺
構
が
存
在
す
る
。
推
定
第
二
次
内
裏
で
も
平
安
鎌
倉
期
の
建
物
遺
構
が
多
数
検
出
さ
れ
る
。
平
城
宮
西
部
の
平
城
宮
馬
寮
地

　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
域
か
ら
一
四
世
紀
頃
ま
で
存
続
し
た
集
落
遺
構
が
検
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
東
院
地
区
で
も
建
物
遺
構
を
検
出
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
②
右
京
｝
条
北
辺
汐
干
七
坪
で
、
平
安
初
ま
で
の
建
物
三
棟
と
そ
の
上
面
に
位
置
す
る
建
物
遺
購
一
棟
を
検
出
す
る
。
北
辺
四
坊
四
坪
か
ら

　
も
平
安
期
の
建
物
遺
構
を
検
出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
③
右
京
一
条
二
二
六
・
＝
坪
か
ら
平
安
期
と
思
わ
れ
る
掘
立
柱
建
物
を
二
棟
以
上
、
右
京
一
条
二
三
丁
二
坪
の
西
一
坊
大
路
路
面
上
か

　
ら
も
建
物
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

　
④
右
京
二
条
二
蒸
器
・
八
・
九
・
一
〇
坪
で
は
＝
一
二
二
世
紀
の
建
物
遺
構
が
存
在
す
る
。
柱
掘
形
か
ら
一
三
世
紀
の
瓦
器
が
出
土
す
る
建

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
物
遺
構
が
右
京
二
条
二
子
　
六
坪
で
検
出
さ
れ
て
い
る
。
右
京
二
条
三
坊
二
坪
で
も
掘
立
柱
建
物
九
棟
他
が
、
三
坪
で
は
奈
良
～
平
安
期
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
⑬
　
　
　
　
⑭

　
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
六
坪
、
七
坪
、
＝
坪
で
も
平
安
期
の
建
物
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
⑤
右
京
三
条
三
婆
一
坪
で
は
、
奈
良
期
の
遺
構
と
一
二
世
紀
後
半
以
降
の
集
落
遺
構
を
検
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
奈
良
期
の
遺
構
が
一
旦
、

　
廃
絶
し
た
後
、
一
二
世
紀
に
集
落
が
営
ま
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
⑥
左
京
一
条
三
坊
一
六
坪
で
平
安
期
の
小
規
模
建
物
群
を
検
出
す
る
。
左
京
二
条
黙
坊
一
三
坪
で
奈
良
期
以
降
、
約
三
〇
〇
年
間
継
続
的
に
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⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
建
物
が
存
続
し
た
。
左
京
二
条
三
坊
三
坪
、
同
六
坪
か
ら
は
平
安
・
中
世
期
の
建
物
を
検
出
す
る
。
左
京
二
条
四
坊
二
坪
で
は
、
平
安
初
期

　
ま
で
の
遺
構
と
、
平
安
後
半
か
ら
鎌
倉
期
の
遺
構
を
検
出
し
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
報
告
で
は
馬
具
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
佐
保
田
庄
と
関
連
す
る
遺
構
と
捉
え
て
い
る
。
こ
の
東
隣
の
七
坪
か
ら
も
奈
良
期
と
＝
一
世
紀
頃
の
建
物
遺
構
が
検
出
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

⑦
左
京
三
条
二
坊
三
・
四
坪
、
同
一
〇
坪
で
も
奈
良
宋
以
降
と
推
定
さ
れ
る
遺
構
が
検
出
さ
れ
、
同
一
五
坪
で
も
、
平
安
初
以
降
の
建
物
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
確
認
し
て
い
る
。
さ
ら
に
左
京
三
条
三
坊
一
二
坪
で
、
小
規
模
な
が
ら
継
続
的
な
建
物
造
営
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

⑧
大
安
寺
外
、
そ
の
周
辺
で
は
、
左
京
六
条
三
坊
一
四
坪
で
は
平
安
末
期
ま
で
継
続
し
た
掘
立
柱
建
物
と
井
戸
を
検
出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
⑨
八
条
二
面
二
坪
か
ら
八
～
九
世
紀
の
遺
物
を
柱
穴
か
ら
出
土
す
る
建
物
遺
構
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
東
歯
跡
推
定
地
で
は
左
京
八
条
三
坊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

　
六
坪
で
、
九
・
一
〇
世
紀
頃
の
建
物
、
井
戸
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
六
坪
は
、
証
文
類
か
ら
分
か
る
土
地
利
用
で
は
　
二
・
＝
二
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
に
は
家
地
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
＝
坪
で
、
鎌
倉
魚
雷
梅
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
東
市
跡
で
は
、
平
安
初
期
の
遺
構
は
東
堀
河
、
橋
梁
な
ど

　
も
含
め
て
多
く
検
出
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
限
定
を
設
け
た
上
で
、
廃
都
後
も
積
極
的
に
維
持
さ
れ
存
続
し
て
き
た
家
地
を
地
図
上
に
落
と
し
た
の
が
、
第
四
図
で
あ
る
。

建
物
遺
構
か
ら
判
明
す
る
家
地
的
土
地
利
用
は
、
平
城
宮
西
側
か
ら
右
京
一
条
二
坊
付
近
、
右
京
三
条
三
士
、
平
城
京
葉
南
部
、
大
安
寺
周
辺
、

辰
市
な
ど
、
い
く
つ
か
の
地
域
に
分
散
し
つ
つ
展
開
し
て
い
る
。

　
本
項
で
は
最
も
限
定
的
に
家
地
存
在
の
可
能
性
を
認
定
し
て
お
り
、
例
え
ば
井
戸
の
存
在
か
ら
建
物
遺
構
の
存
在
を
想
定
す
る
な
ど
し
て
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

定
基
準
を
緩
く
す
る
な
ら
ば
、
平
安
期
平
城
京
域
に
は
、
さ
ら
に
広
範
な
家
地
的
土
地
利
用
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
、
前
項
で
＝
～
一
二
世
紀
中
頃
の
証
文
類
で
見
ら
れ
た
家
地
な
い
し
は
畠
の
分
布
と
発
掘
で
検
出
さ
れ
た
建
物
遺
構
の
分
布
を
比

べ
る
。
ま
ず
、
発
掘
に
よ
っ
て
平
城
宮
東
南
部
で
検
出
さ
れ
た
建
物
遺
構
は
河
川
沿
い
に
立
地
し
、
東
市
跡
や
大
安
寺
周
辺
で
も
建
物
が
存
続

し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
、
前
項
で
推
定
し
た
家
地
と
流
通
経
済
機
構
と
の
関
連
性
を
裏
付
け
て
い
る
と
言
え
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
証
文
類
で
水
田
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
た
平
城
宮
域
や
西
大
寺
周
辺
で
は
、
発
掘
で
建
物
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
坪
が
数
多
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く
存
在
し
て
お
り
、
証
文
類
と
発
掘
の
示
す
状
況
に
相
違
が
あ
る
。

　
ま
た
、
右
京
域
南
部
で
は
い
く
つ
か
の
地
点
で
、
証
文
類
で
は
家
地
・
畠
が
見
え
て
い
る
が
、
発
掘
で
は
建
物
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
い
な
い
。

た
だ
し
、
右
京
域
南
部
で
は
土
取
り
に
よ
る
遺
構
の
破
壊
が
多
く
見
ら
れ
る
と
い
っ
た
状
況
や
、
で
き
う
る
限
り
限
定
的
に
建
物
遺
梼
を
と
ら

え
る
と
い
う
本
稿
の
認
定
基
準
に
よ
る
限
界
も
あ
り
、
速
断
は
控
え
た
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
発
掘
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
建
物
遺
構
分
布
と
証
文
類
か
ら
判
明
す
る
家
地
分
布
に
は
、
重
な
る
部
分
と
相
違
す
る
部

分
と
が
あ
り
、
両
者
を
め
ぐ
る
資
料
的
制
約
の
現
状
か
ら
み
て
相
補
的
な
位
置
に
あ
っ
て
家
地
と
い
う
土
地
利
用
の
存
続
を
示
し
て
い
る
と
と

ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

平安期平城京域の空間利用とその支配（堀）

第
四
節
道
路
の
存
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

本
節
で
は
、
貞
観
年
間
の
官
符
で
田
畝
と
な
っ
た
と
表
現
さ
れ
た
都
城
道
路
の
存
続
状
況
に
つ
い
て
、
大
路
を
取
り
上
げ
て
見
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

①
一
条
大
路
は
、
左
京
二
条
四
坊
八
坪
の
調
査
、
同
九
坪
の
調
査
で
、
南
側
溝
を
検
出
し
、
八
坪
で
底
面
よ
り
奈
良
期
か
ら
中
世
ま
で
の
遣

物
を
出
土
す
る
。
法
華
寺
・
不
退
寺
に
近
接
す
る
調
査
地
付
近
で
溝
が
随
時
凌
涕
さ
れ
、
道
が
中
世
ま
で
存
続
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

②
三
条
大
路
に
関
し
て
、
右
京
三
条
一
坊
一
二
・
ニ
随
想
の
調
査
で
北
側
溝
と
路
面
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
溝
は
四
度
に
わ
た
る
改
修
が
考

え
ら
れ
て
お
り
、
平
安
初
期
以
降
ま
で
存
続
し
た
。
右
京
三
条
三
重
五
坪
で
は
本
来
の
溝
は
検
出
さ
れ
て
な
い
が
、
中
世
溝
が
上
面
を
覆
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
お
り
、
こ
れ
が
中
世
の
側
溝
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
右
京
三
条
二
坊
＝
二
坪
で
は
、
後
世
の
削
平
を
受
け
て
い
る
が
瓦
器
を
含
ん
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

溝
を
検
出
し
て
い
る
。
左
京
三
条
四
坊
＝
二
坪
の
調
査
で
も
、
北
側
溝
と
、
そ
の
上
面
で
中
世
遺
物
を
含
ん
だ
溝
を
確
認
し
て
い
る
。
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

は
北
側
溝
だ
が
、
南
側
溝
に
つ
い
て
は
左
京
四
条
五
五
一
坪
で
本
来
の
溝
を
継
承
す
る
位
置
に
；
一
世
紀
以
前
の
溝
を
検
出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

③
東
一
坊
大
路
西
側
溝
は
、
左
京
四
条
一
坊
一
四
坪
で
、
溝
位
置
を
踏
襲
し
た
と
考
え
ら
れ
る
中
世
溝
を
検
出
し
て
い
る
。
左
京
七
条
一
丁

　
　
⑳

一
六
坪
で
検
出
し
た
西
溝
は
乾
溜
に
比
べ
規
模
が
非
常
に
大
き
く
、
単
な
る
道
路
表
面
の
排
水
処
理
以
外
に
東
堀
河
や
酉
一
穂
坊
閲
大
路
西
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　地
　
㊧

第四図　発掘で検出された建物遺構と道路遺構

側
溝
と
同
様
に
運
河
と
し
て
も
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

が
、
奈
良
末
に
は
堆
積
が
進
み
、
平
安
末
に
廃
絶
し
た
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ら
は
廃
都
後
の
大
路
存
続
事
例
だ
が
、
左
京
三
条
一
坊
一
五
坪

　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

や
同
＝
ハ
坪
、
左
京
四
条
一
十
一
五
坪
の
調
査
で
は
、
東
一
坊

大
路
は
奈
良
末
に
廃
絶
し
て
お
り
、
東
一
坊
大
路
全
体
を
維
持

す
る
営
力
が
働
い
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。

④
左
京
一
条
三
坊
＝
二
・
一
四
坪
で
は
東
三
坊
大
路
の
西
側
溝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

が
二
層
検
出
さ
れ
て
い
る
。
下
層
で
は
奈
良
末
期
か
ら
平
安
期

の
間
に
大
規
模
な
凌
濠
工
事
が
な
さ
れ
、
平
安
初
期
ま
で
使
用

さ
れ
た
。
中
で
も
天
長
年
間
の
年
紀
を
も
ち
、
遺
失
物
を
探
す

た
め
掲
げ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
告
知
木
簡
の
出
土
は
、
九
世

紀
頃
の
往
来
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
下

層
溝
が
埋
没
し
た
後
、
ほ
ぼ
同
じ
位
置
に
設
け
ら
れ
た
上
層
溝

は
一
〇
世
紀
頃
に
埋
没
し
て
い
る
。
一
四
坪
付
近
で
検
出
さ
れ

た
東
側
溝
は
九
世
紀
頃
に
大
規
模
な
改
修
を
受
け
、
平
城
京
計

画
当
初
の
向
き
を
失
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
存
続
し
て
お

り
、
西
側
溝
の
状
況
と
対
応
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

⑤
東
七
口
大
路
に
つ
い
て
は
、
大
乗
院
跡
で
、
西
溝
口
定
位
置

で
奈
良
中
頃
か
ら
一
〇
世
紀
頃
の
遺
物
を
含
ん
だ
溝
を
検
出
し
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て
い
る
。

　
以
上
に
つ
い
て
も
第
四
図
に
落
と
し
た
。
こ
れ
か
ら
、
全
て
の
都
城
の
道
路
も
直
ち
に
田
畝
と
な
っ
た
訳
で
は
な
く
、
大
路
の
存
続
期
間
は
、

廃
都
直
後
に
廃
絶
し
た
も
の
、
九
世
紀
代
ま
で
存
続
し
た
も
の
、
中
世
に
お
い
て
も
存
続
し
て
い
た
も
の
に
大
別
で
き
る
こ
と
が
分
か
る
。
存

続
し
た
大
路
の
う
ち
、
平
城
富
盛
の
～
条
大
路
や
東
三
坊
大
路
等
は
、
京
都
か
ら
の
勅
使
や
貴
族
が
東
大
寺
・
興
福
寺
の
交
通
路
と
し
て
使
用

さ
れ
る
と
同
時
に
、
木
津
川
水
運
の
拠
点
た
る
木
津
と
平
城
京
域
と
を
結
ぶ
道
路
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
三
条
大
路
は
、
生
駒
山
を
越
え
て
河

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

内
に
い
た
る
暗
越
奈
良
街
道
に
連
な
り
、
平
城
京
域
か
ら
西
へ
と
至
る
際
の
道
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

か
ら
平
城
京
域
と
他
地
域
と
を
結
ぶ
重
要
な
ル
ー
ト
ほ
ど
遅
く
ま
で
維
持
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
で
き
よ
う
。

第
五
節
　
そ
の
他
の
空
間
利
用

平安期平城京域の空間利用とその支配（堀）

　
文
献
上
で
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
発
掘
で
明
確
に
判
明
す
る
空
間
利
用
と
し
て
、
粘
土
採
取
目
的
の
土
坑
が
あ
る
。
土
坑
に
は
、
祭
祀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

用
土
坑
、
不
要
物
投
棄
用
土
坑
等
、
多
様
な
目
的
の
多
様
な
形
態
が
存
在
す
る
が
、
粘
土
採
取
目
的
の
土
坑
は
、
不
整
形
で
、
粘
土
層
の
部
分

を
選
ん
で
掘
っ
て
い
る
等
の
特
徴
を
持
つ
。
粘
土
採
取
土
坑
の
分
布
は
、
右
京
域
南
部
を
中
心
に
京
域
に
ほ
ぼ
偏
り
な
く
存
在
し
て
い
る
。
共

感
す
る
瓦
器
等
の
年
代
か
ら
、
採
取
が
中
世
、
よ
り
具
体
的
に
は
一
二
世
紀
頃
か
ら
開
始
さ
れ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
大
和
国
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

＝
世
紀
前
半
か
ら
瓦
器
の
生
産
が
開
始
さ
れ
、
～
五
世
紀
前
半
頃
ま
で
続
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
粘
土
採
取
土
坑
は
土
器
等

の
製
作
と
の
関
連
で
愛
る
こ
と
が
で
き
よ
轡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
さ
ら
に
は
、
精
銅
・
製
鉄
関
係
の
遺
構
が
奈
良
期
に
引
き
続
き
平
安
期
に
も
検
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
左
京
二
条
二
坊
｝
四
坪
、
左
京
六
条
｝

　
　
曾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
趣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

坊
二
坪
、
右
京
一
条
北
辺
三
坊
七
坪
、
右
京
八
条
　
坊
＝
二
坪
等
で
は
、
多
量
の
炭
化
物
、
鉱
片
、
る
つ
ぼ
な
ど
鍛
冶
関
係
の
遺
物
な
ど
が
出

　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
⑳

土
し
、
平
城
宮
域
で
も
第
「
次
大
極
殿
地
区
や
朝
堂
院
跡
で
精
銅
な
い
し
製
鉄
跡
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
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第
六
節
　
小

結
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平
城
京
域
で
は
奈
良
宋
か
ら
平
安
初
期
ま
で
建
物
が
存
続
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
が
発
掘
で
判
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
証
文
類
で
み
た
場

合
、
家
地
・
園
地
と
い
う
地
冒
が
多
く
見
ら
れ
る
状
況
と
対
応
し
て
い
る
。
六
国
史
に
見
え
る
平
城
京
域
に
お
け
る
土
地
の
賜
与
記
事
な
ど
か

ら
み
て
、
平
安
初
期
の
平
城
京
域
は
水
田
化
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
土
地
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
証
文
耳
蝉
を
用
い
た
微
細
レ
ベ
ル
で
の
検

討
で
は
、
水
田
化
へ
の
志
向
性
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
九
・
　
○
世
紀
の
段
階
で
は
、
園
地
・
家
地
と
水
田
が
混
在
し
て
い
た
。

　
そ
こ
で
、
土
地
利
用
変
化
を
辿
っ
た
と
こ
ろ
、
水
田
化
は
一
気
に
進
む
の
で
は
な
く
、
家
地
か
ら
畠
へ
の
転
換
、
そ
し
て
畠
か
ら
水
田
へ
の

転
換
と
い
う
二
段
階
を
経
た
と
い
う
見
通
し
が
得
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
土
地
利
用
の
転
換
過
程
を
踏
ま
え
た
上
で
、
土
地
利
用
の
空
下
溝
造

を
、
証
文
類
に
み
え
る
家
地
の
分
布
と
発
掘
調
査
で
判
明
し
て
い
る
建
物
遺
構
の
分
布
か
ら
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
広
範
な
水
田
の
成
立
は
平
安

後
期
以
降
に
想
定
さ
れ
る
も
の
の
、
地
域
差
を
伴
い
つ
つ
水
田
化
が
盛
ん
に
図
ら
れ
た
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。
一
方
、
法
華
寺
南
、
薬
師
寺

北
、
掛
帯
周
辺
で
丈
尺
に
よ
る
表
現
が
な
さ
れ
て
お
り
、
都
市
的
要
素
が
存
在
し
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
た
。
家
地
・
畠
と
い
っ
た
水
田
以
外

の
土
地
利
用
が
行
わ
れ
た
理
由
と
し
て
、
寺
院
と
の
近
接
以
外
に
も
流
通
経
済
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
道
路
の
存
続
状
況
を
押
さ
え
た
と
こ
ろ
、
道
路
も
地
域
差
を
伴
っ
て
存
続
し
て
お
り
、
平
城
京
域
と
他
地
域
と
を
結
ぶ
重
要
な

ル
ー
ト
ほ
ど
遅
く
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
平
安
期
平
城
京
域
で
は
大
規
模
な
土
取
り
と
そ
れ
を
用
い
た
土

器
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
以
上
か
ら
、
家
地
や
道
路
の
存
続
と
も
相
ま
っ
て
、
水
田
化
以
外
の
旺
盛
な
生
産
活
動
の
継
続
状
況

が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
と
雷
え
よ
う
。

①
金
子
裕
之
『
平
城
京
の
精
神
生
活
』
角
川
書
店
一
九
九
七

②
発
掘
調
査
で
も
、
丘
陵
地
で
は
条
坊
や
道
路
遺
構
が
検
出
さ
れ
る
場
合
と
さ
れ

　
な
い
場
合
と
が
あ
る
が
、
平
野
都
で
は
後
世
の
菅
平
な
ど
が
な
い
場
合
、
奈
良
期

　
の
遣
構
が
存
在
す
る
こ
と
が
多
い
。

③
資
料
的
制
約
に
よ
り
、
全
て
の
寺
院
の
規
模
を
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

　
が
、
本
節
で
は
、
平
城
京
域
と
い
う
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
の
空
問
分
布
を
問
題
と
し



平安期平城京域の空間利用とその支配（堀）

　
て
お
り
、
規
模
の
判
明
す
る
も
の
と
、
～
町
以
上
を
占
め
る
よ
う
な
、
極
め
て
大

　
規
模
な
寺
院
に
つ
い
て
押
さ
え
た
。

④
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
六
年
＝
月
七
百
条

⑤
　
外
京
を
＝
一
千
分
と
し
て
考
え
、
宮
部
分
も
含
め
た
場
合
の
数
値
で
あ
る
。

⑥
平
一
一
五
七

⑦
a
彌
語
誌
三
四
日
本
古
代
社
会
経
済
史
研
究
』
岩
波
書
店
一
九
八
○
、
b
金

　
田
章
裕
「
奈
良
時
代
の
土
地
管
理
と
小
字
地
名
的
名
称
」
史
林
七
八
一
四
　
一
九

　
九
五

⑧
鎌
一
八
六
二

⑨
鎌
二
七
二
五

⑩
鎌
三
八
〇
九

⑪
鎌
六
一
九
五

⑫
百
巻
本
東
大
寺
文
書
六
六

⑬
　
水
野
章
二
「
平
安
期
の
垣
内
」
史
林
六
五
－
三
　
一
九
八
二

⑭
　
芦
田
芳
実
凹
日
本
領
主
綱
成
立
史
の
研
究
隔
岩
波
書
店
　
｝
九
六
七
、
吉
田
晶

　
「
平
安
期
の
開
発
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
」
史
林
四
八
－
六
　
｝
九
六
五
等
。

⑮
　
拙
稿
「
平
安
鎌
倉
重
大
和
国
に
お
け
る
空
心
表
現
の
基
礎
的
研
究
」
入
文
地
理

　
四
九
－
二
　
一
九
九
七

⑯
東
京
極
大
路
よ
り
も
西
側
の
平
城
京
域
に
限
っ
て
い
る
。

⑰
た
だ
し
、
一
〇
世
紀
か
ら
道
路
の
交
会
点
で
位
概
を
示
す
表
現
が
記
録
類
に
見

　
え
て
い
る
。

⑱
秋
山
国
三
・
仲
村
研
『
京
都
「
町
」
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
一
九
七
五
等
。

⑲
こ
れ
以
外
の
表
現
形
式
と
し
て
、
故
尚
蔵
従
二
位
緒
継
女
王
か
ら
家
別
当
永
凍

　
利
行
に
下
賜
さ
れ
た
家
地
を
四
姻
と
表
現
し
て
い
る
例
が
目
を
引
く
。
こ
れ
は
平

　
城
京
の
四
戸
分
の
宅
地
面
積
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
　
松
尾
剛
次
「
申
世
都
市
・
鎌
倉
」
五
味
文
彦
編
『
中
世
を
考
え
る
　
都
市
の
中

　
世
』
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
二
　
九
五
翼

⑳
　
　
一
三
世
紀
末
に
お
い
て
は
、
添
上
郡
四
条
五
里
二
七
坪
の
幸
暴
馬
を
「
合
口
四

　
間
、
奥
窪
六
間
」
と
表
現
す
る
例
が
見
ら
れ
る
。
鎌
一
七
二
六
〇

⑫
　
前
掲
　
第
二
章
⑦
a
。
し
か
し
、
丈
尺
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
家
地
と
目
地
の
間

　
に
は
大
き
な
差
異
が
存
在
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

留
　
た
だ
し
、
畠
と
認
識
・
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
宅
地
か
ら
の
変
化
、
田
地
へ
の
志

　
向
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
園
宅
地
と
畠
と
い
う
表
現
の
聞
に

　
は
、
差
異
は
存
在
し
た
と
考
え
る
。

⑳
　
　
剛
枕
草
子
』
　
一
四
　
市
は

⑳
　
水
運
に
つ
い
て
は
田
辺
征
夫
〔
「
平
城
京
東
西
市
と
大
和
川
水
運
扁
門
歴
史
学
と

　
考
古
学
』
真
陽
社
　
一
九
八
八
〕
が
、
廃
都
後
も
大
和
川
水
運
が
機
能
し
て
い
た

　
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑳
　
平
城
京
域
で
は
粘
土
採
取
目
的
の
土
坑
と
そ
れ
に
伴
う
土
器
が
広
範
に
検
出
さ

　
れ
て
お
り
、
瓦
器
な
ど
の
土
器
の
み
で
建
物
遺
構
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
恒
常
的

　
な
居
住
が
存
在
し
な
い
ケ
ー
ス
も
居
住
と
し
て
認
定
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
も
あ
る
。

　
同
様
に
、
溝
や
井
戸
、
欄
列
も
水
田
耕
作
と
関
連
を
も
つ
可
能
性
が
な
い
と
は
い

　
え
な
い
。
そ
こ
で
、
家
地
の
立
地
を
問
題
と
す
る
本
稿
に
お
い
て
は
、
確
実
に
存

　
在
し
て
い
た
建
物
と
居
住
を
把
握
す
る
べ
く
、
建
物
遺
構
と
し
て
検
出
さ
れ
て
い

　
る
遺
構
の
み
を
対
象
と
す
る
。
そ
し
で
今
後
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
他
の
遺

　
構
や
遺
物
を
押
さ
え
、
議
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

⑳
　
こ
の
区
域
は
都
市
化
が
か
な
り
進
行
し
て
お
り
、
発
掘
も
小
規
模
な
も
の
が
多

　
い
た
め
、
全
体
像
を
つ
か
み
に
く
い
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

⑱
　
各
報
告
書
の
時
代
記
載
方
式
、
程
度
に
相
違
が
あ
り
、
分
布
を
考
え
る
場
含
、

　
平
安
期
を
フ
ラ
ッ
ト
に
扱
っ
て
お
く
。

⑳
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
　
四
』
奈
文
墨
学
報
五
｝
一
九
九
三

⑳
　
　
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
一
一
』
奈
写
研
学
報
四
〇
　
｝
九
八
二
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⑳
　
　
糊
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
＝
鑑
奈
文
研
学
報
五
〇
　
一
九
九
一

⑳
　

凹
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
＝
篇
一
九
八
五

⑳
　
平
城
宮
跡
第
　
～
○
次
。
以
下
、
『
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部
発
掘
調
査
概
報
』

　
に
お
さ
め
ら
れ
た
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
（
以
下
奈
文
研
）
に
よ
る
発
掘
の
次

　
数
は
、
平
城
宮
跡
第
×
次
、
『
奈
良
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
報
告
害
隔
に
お
さ

　
め
ら
れ
た
奈
良
市
の
発
掘
で
次
数
が
み
え
る
も
の
は
奈
良
市
第
×
次
、
剛
奈
良
県

　
遺
書
調
査
概
報
』
に
お
さ
め
ら
れ
た
橿
原
考
十
界
研
究
所
（
以
下
橿
出
面
）
に
よ

　
る
発
掘
に
は
基
本
的
に
次
数
が
な
い
の
で
、
所
収
画
名
で
あ
ら
わ
す
こ
と
と
す
る
。

⑭
　
奈
良
市
第
三
一
三
次

⑳
　
奈
良
市
第
二
八
九
次

⑳
　
平
城
窯
跡
第
一
四
二
次

⑳
　
平
城
申
子
第
一
一
八
一
二
九
次

⑳
　
　
『
奈
良
県
遺
跡
調
査
概
報
　
一
九
九
三
年
度
（
一
一
）
』
橿
考
研

⑲
　
　
『
平
城
京
右
京
二
条
二
坊
一
六
埣
発
掘
調
査
概
報
輪
訳
文
研
　
～
九
八
二

⑳
奈
良
寮
第
三
二
七
1
～
・
三
五
一
－
二
次

⑳
奈
良
市
笙
三
〇
次

⑫
奈
良
市
第
三
一
〇
・
三
二
六
次
、
奈
良
市
第
　
二
二
七
－
五
次

⑬
　
奈
良
市
第
一
綴
一
工
ハ
次

⑭
　
奈
良
市
第
三
二
七
－
五
・
三
五
皿
－
一
次

⑮
　
奈
良
市
第
一
六
九
・
一
七
三
・
一
八
二
・
一
八
四
次

⑯
　
平
城
宮
跡
第
五
五
次
五
六
次
、
平
城
宮
跡
第
一
三
　
一
～
三
次
、
『
平
城
宮
発

　
掘
調
査
報
生
口
山
鴫
臨

⑰
奈
文
研
編
『
平
城
京
左
京
二
条
二
坊
十
三
坪
の
発
掘
調
査
』
一
九
八
四
、
平
城

　
宮
跡
第
；
＝
1
三
一
次
、
一
四
一
－
五
次
、
一
五
一
1
＝
次

⑱
　
平
城
宮
跡
第
～
五
六
一
　
八
次
、
奈
良
市
第
一
八
九
次

⑲
　
　
平
城
｛
呂
跡
第
一
五
⊥
バ
ー
二
二
次

⑩
　
奈
良
市
第
　
五
七
次

⑰
奈
良
市
第
～
七
四
次

⑭
平
城
宮
跡
第
一
七
四
－
一
〇
次

⑲
　
平
城
宮
跡
第
八
三
次

⑭
　
奈
文
研
『
平
城
京
左
京
三
条
二
藍
』
一
九
七
五

⑯
　
　
『
奈
良
県
遺
跡
調
査
概
報
　
一
九
九
〇
年
度
（
二
）
』
橿
考
研

⑯
　

『
平
城
京
左
京
六
条
三
坊
十
四
坪
発
掘
調
査
概
要
隔
市
教
委
　
一
九
七
八

⑰
　
奈
良
市
第
三
三
七
次
二
一
西
○
次

魯
奈
良
甫
東
市
第
一
四
次

⑲
　
奈
良
市
東
市
第
六
次
。
一
一
次
で
も
鎌
倉
期
の
井
戸
を
検
出
し
て
い
る
。

⑳
　
例
え
ば
、
誕
文
類
に
み
え
る
も
の
と
し
て
は
、
九
世
紀
後
半
に
家
地
で
あ
っ
た

　
左
京
六
条
三
坊
一
五
坪
で
、
一
〇
世
紀
前
半
に
廃
絶
し
た
と
考
え
ら
れ
る
井
戸
～

　
基
を
検
嵩
し
て
い
る
（
奈
良
市
剛
奈
良
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
　
昭
和
五
八

　
年
度
』
　
一
九
八
四
）
。

⑳
　
道
路
が
奈
良
宋
以
前
に
廃
絶
し
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
、
廃
絶
時
期
に
つ

　
い
て
明
確
な
記
述
が
な
い
も
の
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。

⑫
　
平
城
宮
跡
第
一
二
三
一
三
次

㊥
　
平
鴎
城
宮
跡
第
＝
二
一
－
一
六
次

⑭
　
平
城
宮
跡
第
一
二
三
－
二
次

⑮
　
¶
半
城
川
呂
跡
筋
弟
一
四
一
－
二
六
次

⑭
　
平
城
証
跡
第
一
二
三
－
五
次

⑰
　
　
欄
奈
良
県
遺
跡
調
査
概
報
　
一
九
八
九
年
度
（
一
）
』
橿
野
点
　
一
九
九
〇

⑲
　
奈
良
布
二
二
九
次

⑲
　
平
城
宮
寒
晒
～
五
～
一
二
九
次

⑳
平
城
宮
跡
第
二
五
二
・
二
五
三
・
二
五
五
次

⑳
　
平
城
宮
跡
第
一
一
八
一
八
次
。
た
だ
し
、
溝
埋
土
上
層
か
ら
九
世
紀
初
め
頃
の
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平安期平城京域の空間利用とその支配（堀）

土
器
片
が
わ
ず
か
に
出
土
し
て
い
る
。

⑫
　
平
城
宮
跡
第
二
三
四
一
九
次

⑬
　

噸
奈
良
県
遺
跡
調
査
概
報
　
一
九
八
五
年
度
（
一
）
』
霊
廟
研

⑭
　
　
『
平
城
筥
発
掘
調
査
報
告
六
』
戯
文
研
学
報
二
三
　
～
九
七
五

⑮
　
奈
良
市
大
乗
院
跡
第
二
五
次

⑯
　
田
中
琢
『
平
城
京
』
岩
波
書
店
　
へ
九
八
四
　
一
二
五
頁

⑰
　
大
路
に
つ
い
て
整
理
し
た
本
節
で
は
示
せ
な
か
っ
た
も
の
の
、

　
レ
ベ
ル
の
道
路
も
地
域
差
を
伴
っ
て
廃
絶
し
て
お
り
、

　
院
の
存
在
、
建
物
遺
構
や
証
文
類
に
み
え
る
家
地
の
存
続
状
況
と
、

　
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
、

　
開
と
対
応
し
つ
つ
、

⑱
　
土
坑
と
は
、
点
穴
、
井
戸
、

　
と
し
て
作
ら
れ
た
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、

　
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

⑲
　
大
川
清
・
鈴
木
公
雄
・
工
楽
善
逓
編
『
日
本
土
器
寮
典
』
雄
山
閣

一
九
八
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
路
よ
り
下
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
な
差
異
が
、
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り
直
接
的

　
　
　
当
該
期
に
お
け
る
平
城
京
域
に
お
け
る
諸
活
動
の
展

道
路
が
存
続
し
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
　
　
溝
な
ど
の
明
確
な
遺
構
以
外
の
遺
構
を
指
す
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
内
容
に
は
極
め
て
雑
多
な
も

第
三
章
　
領
域
編
成
の
諸
形
態

一
九
九
六

⑳
　
こ
の
よ
う
な
土
製
品
の
平
安
期
平
城
京
域
に
お
け
る
流
通
状
況
に
つ
い
て
は
、

　
大
治
一
年
（
一
＝
一
六
）
＝
月
一
九
日
に
、
仁
和
寺
再
建
の
た
め
、
南
都
で
瓦

　
を
交
易
し
、
泉
木
津
を
経
由
し
て
調
達
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が

　
で
き
る
（
平
二
〇
九
六
）
。
こ
れ
は
、
平
城
京
域
で
瓦
が
生
崖
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

　
瓦
の
交
易
が
可
能
な
程
度
の
経
済
機
能
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
平
城
京
域
と
泉

　
木
津
を
結
ぶ
道
路
が
運
搬
道
路
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

⑳
　
平
城
宮
跡
第
八
九
次
、
　
一
八
九
次

⑳
　
　
『
平
城
京
朱
雀
大
路
発
掘
調
査
報
皆
』
奈
良
市
　
一
九
七
四

⑳
奈
良
市
第
三
一
ご
一
次

⑳
　
四
丁
城
｛
農
跡
餓
剛
一
⊥
ハ
四
－
一
〇
次

⑳
　
東
大
寺
周
辺
で
も
製
鉄
関
係
の
遺
物
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

　
手
落
で
盛
ん
で
あ
っ
た
刀
生
産
と
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
『
奈
良
県
遺
跡

　
調
査
概
報
～
九
九
三
年
度
（
工
）
』
写
研
研

⑳
　
平
城
宮
跡
第
二
一
七
次

⑰
　
平
城
宮
跡
第
一
＝
次
、
第
一
四
〇
次

　
本
章
で
は
、
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
空
間
利
用
の
展
開
が
、
領
域
編
成
形
態
と
い
か
な
る
関
係
を
も
っ
て
い
た
か
を
検
討
し
た
い
。

　
廃
都
後
の
領
域
組
織
に
つ
い
て
、
館
野
は
、
朱
雀
大
路
を
境
と
し
て
再
び
添
上
郡
と
添
下
郡
に
分
か
れ
た
こ
と
、
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
三

年
五
月
癸
亥
条
、
『
臼
本
三
代
実
録
睡
貞
観
二
年
一
〇
月
一
五
日
章
卯
条
な
ど
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
平
城
京
と
い
う
名
称
が
生
き
て
い
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
証
文
二
等
の
記
載
で
も
左
京
が
添
上
郡
、
右
京
が
添
下
郡
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
も
合
致
す
る
。
た
だ
し
、

第
四
表
の
よ
う
に
、
文
書
表
現
上
、
添
上
郡
左
京
と
郡
名
を
冠
し
て
表
現
さ
れ
る
の
は
、
　
二
世
紀
後
半
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
廃
都
し
ば
ら
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②

く
の
時
期
は
、
同
書
に
示
し
た
よ
う
に
平
城
を
冠
し
て
平
城
左
京
の
ご
と
く
基
本
的
に
は
表
現
さ
れ
る
。
「
左
京
」
単
独
で
表
現
さ
れ
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

＝
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
平
城
左
京
、
左
京
、
添
上
郡
左
京
の
順
で
表
現
が
推
移
し
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
平
城

京
域
は
、
添
上
郡
添
下
郡
と
い
う
郡
名
の
も
と
に
廃
都
後
、
直
ち
に
編
成
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
間
に
左
京
・
右
京
と
い
う
単
位
で
管
理

さ
れ
て
い
た
時
期
が
介
在
し
て
い
る
可
能
性
が
強
い
。

　
左
右
京
よ
り
、
下
位
レ
ベ
ル
の
領
域
単
位
に
つ
い
て
、
館
野
は
、
添
上
・
添
下
郡
と
も
長
岡
遷
都
以
後
、
平
城
京
域
に
新
設
さ
れ
た
郷
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

か
っ
た
と
結
論
し
て
い
る
。
筆
者
も
館
野
の
見
解
は
妥
当
と
考
え
る
が
、
館
野
が
不
明
と
し
た
廃
都
後
の
平
城
京
域
の
領
域
構
造
と
そ
れ
に
対

応
し
た
支
配
体
系
が
問
題
と
な
る
。

　
『
和
名
抄
』
記
載
の
郷
が
存
在
し
な
か
っ
た
点
を
考
え
る
際
に
、
や
や
時
代
は
下
る
も
の
の
、
応
永
六
年
（
一
三
九
九
）
の
「
興
福
寺
造
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

料
大
棚
国
八
郡
段
米
注
進
状
」
（
第
五
表
）
が
示
唆
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
中
で
、
注
目
し
た
い
の
が
、
寺
方
の
左
京
胎
内
の
所
領
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
東
西
は
下
津
路
睦
朱
雀
大
路
か
ら
田
村
河
ま
で
の
四
回
分
で
、
南
北
は
各
大
路
間
の
条
を
単
位
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
四

世
紀
末
の
状
況
で
あ
る
が
、
奈
良
期
平
城
京
の
支
配
単
位
と
し
て
の
条
と
、
形
態
の
上
で
は
同
一
の
領
域
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
奈
良
期

の
平
城
京
の
支
配
単
位
と
し
て
の
条
を
一
四
世
紀
末
に
お
い
て
、
領
域
的
に
踏
襲
し
て
い
る
可
能
性
が
導
け
よ
う
。

　
次
に
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
寿
永
二
年
（
｝
一
八
…
二
）
三
月
　
六
日
の
、
春
日
御
供
預
散
位
藤
原
能
季
が
春
日
社
領
の
馬
市
五
箇
条
の
惣
追
捕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

使
補
任
に
関
し
て
提
出
し
た
申
文
を
み
る
。
筆
者
は
、
こ
の
申
文
の
申
の
辰
市
五
箇
条
と
い
う
表
現
に
注
目
し
た
い
。
中
世
、
辰
市
は
、
西
九

条
・
東
九
条
・
杏
・
八
条
の
四
郷
で
惣
郷
を
形
成
し
て
お
り
、
明
治
初
頭
の
行
政
区
画
で
は
、
先
の
四
郷
の
後
継
た
る
四
二
は
、
左
京
六
条
か

ら
左
京
九
条
の
四
条
の
問
、
約
一
二
営
営
ほ
ど
の
領
域
を
占
め
て
い
た
（
第
五
図
）
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
辰
市
五
箇
条
と
は
、
五
条
分
の
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

配
単
位
が
辰
市
の
名
の
も
と
に
再
編
さ
れ
て
い
く
状
況
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
い
。

　
そ
し
て
、
第
三
表
の
よ
う
な
一
〇
世
紀
の
史
料
で
も
、
条
を
単
位
と
し
て
所
在
が
ま
と
め
ら
れ
、
面
積
が
算
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
石
上
英

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

一
が
、
長
承
三
年
（
一
一
三
四
）
の
「
大
和
国
当
寺
敷
地
図
帳
案
」
の
典
拠
と
な
っ
た
資
料
と
し
て
平
城
京
域
の
孟
子
の
存
在
を
想
定
し
て
い
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平安期平城京域の空問利用とその支配（堀）

　　　　　　　　　　　　　第四表　京呼称と郡呼称使用の開係

文書番号 時　代 面　積 地　目 所在地

平24 0804（延1轡23）6・10 1町 家地 平城京佐保河辺

平25 0804（延暦23）6・20 1町2段124歩 家地 平城京2条5坊7町

平ユ76 0887（仁和3）7・7 4燗 家地 平城左京6条3坊15坪内

平455ユ 0902（延喜2）12・28 1町2反124×4 園地 平城左京5条6坊　葛木寺以東

平192 0905（延喜5）7・U 陰町6段130歩 田，寺家 平城左京5条6坊

平978 1062（康平5）1・27 6反 畠 平城左京7条4坊12坪西面

平U12 1075（承保2）4・12 6反 家地 奈良右京3条2坊5坪

鎌774 U95（建久6）3・5 3反 水田 添上郡平城左京7条2（坊）ユ2坪

平4064 1182（寿永1）11・24 1反 畠 添上郡左京6条2坊8坪内

平40ユ8 1182（養和2）3・12 2反 田 添上郡左京4条2坊5坪　東池

鎌499 王190（建久1）ユ2・22 2反 水田 添上郡右京3条1坊12坪　二二二

二774 1195（建久6）3・5 3反 水田 添上郡平城左京7条2（坊）12坪

二二497 1206（建永1）12・10 1反 田 添上郡左京7条2坊1坪

二二506 1207（建永2）3・16 2反 田 添上郡左京2坊5坪

鎌4238 1231（寛喜3）10・ 3反 田 添上郡左京2条3坊8坪之内

鎌5105 1237（二二3）ユ・24 1反 畠 添上郡左京6条2坊8坪之内

鎌5598 1240（延応2）7・ 1反 田 添下郡右京3条1坊ユ2坪　二二池

鎌6058 1242（二二3）8・1Q 南口東西7間3尺，

k口7間4尺，南
k5段切

家地 添上郡左京2条3坊4坪之内中御門

鎌6164 1243（寛元1）3・6 南口3問，南北5
i切

家地 添上郡左京2条3坊4坪之内申御門

鎌6195 1243（寛元1）6・28 東西10丈8尺，南
k16尺

畠 添下郡右京5条2坊13坪　宇田璽

鎌7214 エ250（建長2）7・20 1反 田 添上郡左京4条2坊6坪　宇大森

鎌7620 1252（建長5）9・ 1反 田 添ぬ郡左京6条2坊8坪之内　曲淵

鎌8570 1260（文応1）U・11 南口束西4問3尺，
k目束西4問4尺，
?北5段切

家地 添上郡左京2条3坊4坪内中御門北
ﾓ
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第五表　一一四世紀末における旧平城京域所在の荘園

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応永六年（一三九九）正月十八臼

寺方 左京條内　三条四条通四坊分，自下津路至田村河 76町3段
同五條六條通　四坊分，自下津路歪日］村河逓， 69町9段半

同六條七條通　四坊分，自下津路至田村何逓，付大安寺西浦 46町2段半

十二町

同八條九條通　四坊分，自下津路至田村河通，付辺条十四町 66町半

音 法華寺領四州内 10町8段半

東九条 44町8段

上 大安寺四至内 17町2段

済恩寺庄 4町5段
郡

一乗院方 和泉殿垣内 9段半

正覚寺 5町4段
惣在庁？ 6町
不退寺横田 25町

大乗院方 延命院？ 田数不知　近年1町

二二田？ 6町6段大

寺方 大臣院？ 6町100歩

御散在？ 6町7段
今里？ 14町3段大

超昇寺問田 6町4段220歩

興福院 17町

添
佐保殿御領杜量名以下三十一名 300町

宿院領 田数百町在之

下 一乗院方 平松 13町

疋田 6晦9段
郡 池内？ 21町6段大

上京 9町8段半
興法寺？ 2町2段半
菅原庄 24町9段200歩

超昇寺庄 54町7段

大乗院方

興福寺造営料大和国八郡飛跡注進状（春日大社文書七九七）による

？は所在不明のもの

「任貞和旧帳柱之」とある。

貞和三年＝二月の調登のことを指す

98　（704）



平安期平城京域の空間利用とその支配（堀）

Sk　h

歌姫村陵村

・般若寺村

II上村

雑司村

野水門村
春日野村

高彊†

イ
ゆ

1

奈良阪村

秋篠村

i法蓮村
i逼塞窪寺手寸

　
　
　
　
　
村

　
…
噂
…
　
…
…
寺

　
　
　
　
　
…
紀

薄
謝
　
．

芝辻村

油阪年

三條村’

佐紀村

0

・
鮒

村　
　
蒲

砒酒大安寺村

大寺村

率Ell殿歩寸，

pu　km明治20年測量2万分之1

「奈郎「櫟本村」「西大寺村」r郡山」

点線は平城京推定域

東
九
條
村

遡斎音寺村

欝
拗

斎
音
寺
村

柏
木
村

ノi．イiAl＄；」’

杏村

黄
頁
寸

・
｛
餐
昏
　
興
福
院
村

●青　．IN’

LZ冥村

五條村

　　　　條村

砂村r一一

酷難」．

疋田村

宝来村i、

　　　　呼松村

鮒●
汐

観音寺村

七條村

　九條村’

窪斗ヒ二二山三寸

第五図　明治中期平城京域の行政区画

　
　
⑨

る
こ
と
も
先
の
推
定
に
適
合
的
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
、
筆
者
は
、
平
城
京
域
で
は
都
城
期
の

空
問
単
位
を
引
き
継
ぎ
、
東
西
方
向
の
条
を
単
位
に

空
間
が
編
成
・
管
理
さ
れ
る
形
態
が
基
底
的
な
形
態

で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
そ
の
よ
う
な
領
域
編
成
が

な
さ
れ
た
の
は
、
平
安
初
期
に
は
、
奈
良
期
に
建
て

ら
れ
た
多
く
の
建
物
が
存
続
し
、
条
坊
地
割
が
存
続

し
た
こ
と
が
背
景
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら

　
⑩

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
の
存
在
は
都
城
期
と
断
絶

し
た
領
域
編
成
を
妨
げ
、
後
者
の
存
在
は
領
域
編
成

時
の
強
力
な
枠
組
み
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
廃
都
後
し
ば
ら
く
は
多
く
の
家
地
建

物
が
存
続
し
た
こ
と
、
条
坊
地
割
が
消
滅
し
な
か
っ

た
こ
と
が
、
都
城
期
に
由
来
す
る
領
域
構
造
を
支
持

す
る
方
向
に
働
い
た
と
す
れ
ば
、
前
章
第
二
節
で
取

り
上
げ
た
、
平
城
京
域
の
空
閑
地
の
施
入
や
買
得
と

そ
の
土
地
の
開
発
領
有
と
い
う
空
間
利
用
の
展
開
は
、

ど
の
よ
う
な
領
域
編
成
と
対
応
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
勅
旨
田
や
水
陸
地
な
ど
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と
見
え
る
も
の
の
、
具
体
的
な
空
間
形
態
を
窺
わ
せ
る
資
料
は
な
い
。
そ
こ
で
、
前
章
で
も
使
用
し
た
、
東
大
寺
の
平
城
京
北
に
お
け
る
土
地

領
有
状
況
を
記
載
す
る
　
○
世
紀
頃
の
資
料
（
第
三
表
）
を
用
い
て
、
こ
の
点
を
考
え
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
八
条
尊
志
は
、
奈
良
墨
に
東
大
寺
が
購
入
し
た
東
市
付
近
の
土
地
、
平
城
田
村
地
と
は
、
延
喜
二
年
の
太
政
官
符
で
東
大
寺
に
施
入
さ
れ
た

　
　
　
　
⑫

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
施
入
や
買
得
に
よ
り
集
積
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
条
坊
坪
付
で
表
現
さ
れ
る
も
の
、
庄
と
名
が
付
く
も

の
、
○
○
地
と
し
て
表
現
さ
れ
る
も
の
、
田
と
し
て
表
現
さ
れ
る
も
の
な
ど
多
様
な
表
現
形
態
を
と
る
が
、
い
ず
れ
も
か
つ
て
宅
地
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
に
開
発
が
加
え
ら
れ
水
田
化
し
た
、
あ
る
い
は
水
田
化
し
つ
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
土
地
利
用
に
相
違
は
あ
っ
て
も
領
域
編
成
上
は
同

一
実
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
条
坊
の
一
坪
程
度
を
単
位
と
し
て
、
大
き
な
も
の
で
も
数
等
単
位
ま
で
の
規
模
に
お

さ
ま
っ
て
お
り
、
総
体
と
し
て
は
平
城
京
域
内
に
散
在
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
東
大
寺
は
様
々
な
契
機
を
と
ら
え
て
、
平
城
京
域
内
の
土
地

を
集
積
し
、
営
力
を
投
下
し
て
経
営
を
行
っ
て
い
る
が
、
個
々
の
土
地
が
何
ら
か
の
形
で
領
域
的
に
編
成
を
受
け
統
合
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
領
域
的
に
は
、
か
つ
て
の
敷
地
の
枠
組
み
や
坪
の
枠
組
み
を
大
き
く
越
え
た
編
成
を
ほ
と
ん
ど
受
け
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
さ
ら
に
、
墾
田
を
も
と
に
し
て
成
立
し
た
荘
園
で
左
馬
寮
が
経
営
す
る
古
川
庄
や
、
大
安
寺
の
園
地
等
は
、
東
大
寺
に
よ
る
寺
領
の
編
成
と

同
様
の
領
有
形
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
は
、
平
城
京
以
来
の
支
配
の
空
間
形
態
を
踏
襲
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
領
有
形
態
を
平
城

京
域
に
お
け
る
領
域
編
成
形
態
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
き
た
い
。

　
次
に
、
前
章
第
三
節
で
証
文
類
と
発
掘
調
査
か
ら
明
ら
か
に
し
た
寺
院
な
い
し
流
通
・
交
通
と
の
関
連
を
も
っ
て
存
続
し
た
と
考
え
ら
れ
る

家
地
的
土
地
利
用
と
対
応
す
る
領
域
編
成
を
考
え
る
。

交
通
と
結
び
つ
い
た
領
域
編
成
に
関
し
て
、
京
都
か
ら
興
福
寺
等
へ
の
道
筋
に
あ
た
る
左
京
丁
二
条
周
辺
の
状
況
を
取
り
上
げ
る
。
京
都
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ら
春
日
祭
に
遣
わ
さ
れ
る
祭
使
の
宿
所
で
あ
る
梨
原
（
梨
子
原
、
内
侍
原
）
の
名
は
、
ま
ず
延
暦
二
三
年
（
八
〇
四
）
に
勅
旨
急
信
庄
と
み
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

鋳
銭
長
官
が
管
理
し
て
い
た
。
次
に
、
天
喜
五
年
（
一
〇
五
七
）
に
も
内
蔵
寮
所
領
と
し
て
み
え
る
。
よ
っ
て
、
京
都
か
ら
興
福
寺
等
へ
の
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

通
路
の
存
続
と
関
連
し
て
、
宿
舎
等
の
奉
仕
を
行
う
た
め
、
平
城
京
域
内
に
荘
園
が
設
定
さ
れ
て
い
る
状
況
が
見
て
取
れ
よ
う
。
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寺
院
周
辺
に
展
開
す
る
家
地
・
畠
と
い
っ
た
土
地
利
用
と
対
応
す
る
領
域
編
成
に
つ
い
て
、
東
大
寺
・
興
福
寺
膝
下
か
ら
検
討
を
始
め
た
い
。

第
三
表
に
見
え
る
「
二
条
七
坊
間
町
七
段
十
二
歩
　
三
町
＋
二
歩
雑
人
井
仕
丁
等
住
居
所
」
や
「
寺
廻
並
手
近
田
地
」
は
、
い
ず
れ
も
東
大
寺
膝
下
に

あ
た
り
、
「
○
世
紀
の
段
階
で
東
大
寺
が
膝
下
地
域
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
は
郷
と
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

　
第
六
表
は
、
証
文
類
に
み
え
る
郷
呼
称
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
、
＝
一
世
紀
前
半
に
平
城
京
域
で
郷
記
載
が
出
現
し
て
い
る

こ
と
、
い
ず
れ
も
家
地
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
興
福
寺
東
郷
や
、
東
大
寺
郷
今
小
路
な
ど
、
東
大
寺
や
興
福
寺
と
い
っ
た
寺
社
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

名
を
冠
し
た
郷
名
が
、
ま
ず
出
現
す
る
こ
と
も
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
そ
の
呼
称
か
ら
み
て
、
寺
院
の
周
辺
を
ル
ー
ズ
な
形
で
編
成

し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
、
束
里
（
郷
）
、
西
里
（
郷
）
と
い
う
表
現
は
、
菓
京
極
大
路
を
境
と
し
て
寺
院
の
周
辺
を
大
別
し

た
も
の
で
あ
り
、
先
の
寺
院
周
辺
を
ル
ー
ズ
な
形
で
編
成
し
て
い
た
形
態
か
ら
大
き
く
離
れ
て
い
な
い
と
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
永
島
が
小
郷
と
呼
び
、
自
治
的
地
域
の
形
成
を
示
す
と
し
た
、
国
分
郷
や
三
章
郷
と
い
っ
た
盛
名
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
二
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

末
の
こ
と
で
あ
る
。
一
二
世
紀
末
は
同
時
に
、
奈
良
に
お
け
る
辻
子
呼
称
の
初
見
時
期
で
も
あ
る
。
従
来
、
～
部
の
研
究
を
除
い
て
、
こ
の
表

現
の
微
妙
な
変
化
に
つ
い
て
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
間
の
治
承
四
年
（
＝
八
○
）
に
は
、
平
氏
に
よ
っ
て
東
大
寺
・
興
福

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

寺
と
そ
の
膝
下
の
殆
ど
が
焼
失
し
た
と
さ
れ
る
南
都
焼
討
ち
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
変
化
を
、
よ
り
慎
重
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
発
掘
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

査
で
も
一
二
世
紀
後
半
か
ら
華
北
世
紀
前
半
の
整
地
層
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
焼
討
ち
を
契
機
と
し
て
、
東
大
寺
や
興
福
寺
の
幕
下
地
区
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

整
地
が
な
さ
れ
、
新
た
な
領
域
構
造
が
形
成
さ
れ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
こ
の
よ
う
に
、
先
の
寺
名
＋
郷
や
、
東
西
郷
よ
り
も
、
よ
り
小

規
模
な
空
聞
単
位
で
あ
る
手
静
劇
や
今
小
路
郷
な
ど
が
郷
と
し
て
析
出
・
編
成
さ
れ
、
文
書
表
現
上
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
、
従
来
よ
り
高
密

な
寺
院
膝
下
の
支
配
体
制
の
成
立
と
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
中
世
奈
良
の
基
礎
と
な
る
領
域
構
造
の
出
現
を
意
味
し
て
い
た
。

　
｝
方
、
菅
原
寺
や
そ
の
寺
前
が
荘
園
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
菅
原
庄
や
斎
音
寺
庄
と
い
っ
た
領
域
単
位
が
「
興
福
寺
造
営
料
大
和
国
八
十
段

　
　
　
⑮

米
注
進
状
」
中
に
見
え
る
こ
と
か
ら
見
て
、
寺
院
膝
下
の
編
成
は
興
福
寺
・
東
大
寺
に
限
ら
れ
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
例
え
ば
、
長
承
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

（
＝
三
四
）
の
「
大
和
国
当
寺
敷
地
図
帳
案
」
（
第
六
図
）
で
は
、
西
大
寺
膝
下
が
寺
院
敷
地
も
含
め
注
進
さ
れ
て
お
り
、
西
大
寺
膝
下
の
領
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第六表　証文類において郷を使用する事例
号
番
書
文

　
　
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
　
　
6
2
7
3
7
5
0
4
5
0
7
3
4
3
8
2
8
1
9
9
8
8
7
9
0
1
1
3
2
0
0
0
4
3
7
2
4
2
6
2
0
2
0
2
0
2
0
2
7
6
6
9
1
補
1
5
1
7
2
0
補
補
3
6
5
1
5
5
5
4
6
1
7
7
8
6
平
平
平
平
平
鎌
鎌
鎌
鎌
鎌
鎌
鎌
鎌
鎌
鎌
鎌
鎌
鎌
鎌
鎌

地
在
所

曲
券
券
券
状
却
買
却
掌
状
状
買
買
買
分
買
買
買
薬
買
買
売
売
売
譲
売
飴
売
照
門
購
売
売
難
処
売
売
売
処
売
売

目
地

　
　
　
等
　
　
　
者
　
　
　
従
　
　
　
地
　
　
　
敷
地
地
地
回
客
地
動
地
地
地
地
動
地
地
地
熱
地
地
要
地
家
家
家
田
敷
家
家
家
家
家
敷
幅
家
家
家
家
家
家
家
家

代
時 賑

蕊
欝
櫨
鮒
脇
贋
翻
溢
翻
2
2
2
2
6
4
8
2
2
2
2
1
2
3
3
1
1
3
6
1
治
治
治
治
安
久
久
治
久
元
保
禄
禄
禄
禎
応
応
治
長
長
天
天
天
天
久
健
健
正
元
承
建
嘉
嘉
嘉
嘉
延
延
仁
建
弘
駁
駁
駅
駅
眠
叙
冗
飯
駁
叙
奴
駁
頓
牧
π
飢
咲
叙
奴
政
皿
皿
皿
皿
価
㎎
㎜
㎜
⑳
㎜
皿
皿
㎜
旧
鵬
鵬
鵬
撒
撚
㎜

EV＃1

v

奪唖”げ［日

誌純　　　　　曝．群
　　　▼勅●敷地＋山　※八幡宮敷地
　　　長承3年（l134）5月25日
　　　　『平安遺文』2302　大和国当寺敷地図帳案による

　　　　　　　　第六図　西大寺の領有地
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平安期平城京域の空間利用とその支配（堀）

域
的
な
編
成
が
一
二
世
紀
初
め
の
段
階
で
進
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
前
章
で
見
た
家
地
的
土
地
利
用
の
分
布
や
、
図
帳
案
中

に
山
や
田
と
い
っ
た
地
目
が
見
え
る
こ
と
か
ら
し
て
、
寺
院
名
を
冠
し
た
領
域
単
位
内
の
全
て
が
居
住
者
の
存
在
し
た
空
間
を
編
成
し
た
も
の

で
は
な
く
、
そ
の
周
辺
の
水
田
な
ど
の
土
地
も
含
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
二
世
紀
末
以
前
の
東
大
寺
・
興
福
寺
辺
の
領
域

編
成
と
、
他
寺
膝
下
の
領
域
編
成
は
、
一
三
世
紀
の
段
階
で
は
土
地
利
用
に
つ
い
て
は
相
違
が
あ
っ
た
も
の
の
、
寺
院
を
核
と
し
て
編
成
さ
れ

る
と
い
う
点
で
は
、
同
様
の
原
理
に
基
づ
く
空
間
編
成
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。

①
前
掲
第
一
章
⑳
a

②
た
だ
し
、
文
書
中
に
平
城
な
ど
の
表
現
が
既
に
あ
っ
て
、
明
確
に
旧
京
の
こ
と

　
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
場
合
、
平
城
を
冠
さ
な
い
場
合
も
あ
っ
た
。

③
証
文
類
で
は
な
い
が
、
例
外
と
し
て
、
門
大
和
国
町
下
郡
京
北
班
霞
図
」
に
は

　
大
同
三
年
（
八
○
八
）
の
校
定
田
の
記
事
中
に
左
京
人
、
右
京
入
、
当
郡
人
と
い

　
う
記
載
が
あ
る
。

④
前
掲
第
一
章
⑳
a

⑤
『
春
日
大
社
文
書
第
四
巻
』

⑥
平
四
〇
八
三

⑦
明
治
初
の
行
政
区
画
か
ら
は
、
平
城
京
域
で
は
南
北
方
向
よ
り
も
東
西
方
向
の

　
方
に
長
い
行
政
区
画
が
数
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
も
、
傍
証
の
ひ
と
つ
と
な
ろ
う
。

⑧
平
二
三
〇
二
、
『
平
安
遺
文
臨
で
は
大
和
国
南
寺
敷
地
図
帳
案
と
翻
刻
さ
れ
て

　
い
る
が
、
こ
こ
で
は
石
上
の
揖
摘
に
従
い
、
大
和
国
当
寺
敷
地
図
帳
案
と
し
た
。

⑨
石
上
英
～
『
古
代
荘
園
史
料
の
碁
礎
的
研
究
（
下
ご
塙
書
房
一
九
九
七

⑩
清
水
み
き
〔
「
桓
武
朝
に
お
け
る
遷
都
の
論
理
」
『
日
本
古
代
国
家
の
展
開

　
（
上
）
』
思
文
閣
出
版
　
一
九
九
五
〕
は
、
平
城
京
域
に
条
里
地
割
が
施
工
さ
れ

　
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
平
城
宮
本
体
が
残
っ
て
い
る
延
麿
五
年
か
ら
六
年
に
か

　
け
て
班
田
収
授
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
推
測
し
て
い
る
。

⑪
館
野
和
己
「
相
模
国
調
邸
と
東
大
寺
領
東
市
庄
」
『
歴
史
学
と
考
古
学
』
真
陽

社
　
一
九
八
八

⑫
平
四
五
五
一

⑬
『
延
喜
式
』
左
右
馬
寮
庄
田
条

⑭
コ
園
地
草
聖
一
国
左
京
七
條
二
坊
十
四
坪
一
在
同
京
同
條
三
歎
十
六
坪
扁

　
「
大
安
寺
伽
藍
縁
起
＃
流
記
資
材
帳
」
『
寧
楽
遺
文
』
中

⑮
梨
原
は
、
朔
江
家
次
第
勧
巻
第
五
（
春
日
祭
）
の
傍
省
に
、
二
条
大
路
の
南
に

　
存
在
し
上
古
は
近
衛
府
の
領
地
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
梨
原
梨
原
が
春
日

　
社
参
等
の
際
の
勅
使
宿
所
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
藤
原
氏
の
宿
所
と
し
て
は
佐

　
保
殿
が
あ
っ
た
。
佐
保
殿
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
研
究
が
あ
る
。
a
佐
藤

　
宗
諄
「
佐
保
殿
覚
書
駄
奈
良
歴
史
通
信
三
四
　
～
九
九
〇
、
b
永
鳥
福
太
郎
「
佐

　
保
路
の
太
々
と
佐
保
殿
」
『
大
和
古
寺
大
観
』
第
五
巻
月
報
岩
波
書
店
　
一
九

　
七
八
な
ど
を
参
照
。

⑯
平
八
七
一
、
八
七
二

⑰
こ
れ
以
外
に
も
、
京
都
へ
の
道
筋
に
は
、
佐
保
田
庄
が
存
在
し
た
。
泉
谷
康
夫

　
「
興
福
寺
一
乗
院
巨
大
和
国
佐
保
田
庄
に
つ
い
て
駄
龍
谷
史
壇
九
九
・
一
〇
〇
、

　
　
九
九
二
な
ど
を
参
照
。

⑱
前
掲
第
一
章
⑥
c
に
お
い
て
、
証
文
類
以
外
の
場
合
で
も
、
康
和
四
年
（
一

　
一
〇
二
）
に
興
福
寺
四
面
郷
が
見
え
る
の
を
は
じ
め
（
剛
類
聚
世
理
抄
』
成
簑
堂

　
大
乗
院
文
書
）
、
東
大
・
興
福
野
寺
の
合
戦
で
課
程
寺
領
西
里
四
町
と
御
毒
束
里
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が
焼
け
た
と
表
現
さ
れ
る
（
『
中
右
記
』
）
な
ど
、
東
大
寺
や
興
福
寺
と
い
っ
た
寺

　
社
の
名
を
冠
し
た
郷
名
が
見
え
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑲
前
掲
第
一
章
⑥
a

⑳
奈
良
の
出
子
に
つ
い
て
は
、
a
高
橋
康
夫
『
京
都
中
世
都
市
史
研
究
』
思
文
閣

　
出
版
　
　
九
八
三
、
b
足
利
健
亮
四
中
近
世
都
市
の
歴
史
地
理
』
地
響
書
房
　
一

　
九
八
四
の
研
究
が
あ
る
。
な
お
、
高
橋
に
よ
れ
ば
、
奈
良
に
お
け
る
空
子
呼
称
の

　
初
見
は
、
建
久
八
年
（
一
一
九
七
）
の
押
上
辻
子
で
あ
る
。

⑳
前
掲
第
～
章
⑥
d

⑫
　
　
凹
玉
葉
』
治
…
緬
小
五
年
一
h
月
ゐ
ハ
ロ
］
条

⑬
　
奈
良
市
元
興
寺
旧
境
内
第
七
次

⑳
焼
き
討
ち
に
よ
っ
て
南
都
の
大
半
が
焼
失
し
て
お
り
、
奈
良
に
お
け
る
辻
子
は
、

　
焼
き
討
ち
後
の
再
整
備
の
中
で
繊
現
し
た
意
味
を
捉
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

⑳
　
　
凹
春
日
大
社
文
鳥
　
第
四
巻
』

⑳
平
；
二
〇
二
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第
四
章
　
空
間
支
配
の
歴
史
的
展
開
1
む
す
び
に
か
え
て
一

　
本
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
承
け
、
平
城
京
域
と
い
う
空
間
を
規
定
す
る
歴
史
的
条
件
を
解
明
し
、
つ
い
で
、
平
安
申
期
以
降
の
平
城

京
域
の
展
開
を
寺
院
と
の
関
係
で
整
合
的
に
と
ら
え
る
こ
と
を
試
み
る
。
最
後
に
、
今
後
の
課
題
を
提
示
し
て
、
む
す
び
に
か
え
た
い
。

第
一
節
　
都
城
期
支
配
の
規
定
性

　
前
章
で
示
し
た
よ
う
に
、
平
城
京
が
廃
都
に
よ
っ
て
添
上
郡
・
添
下
郡
に
戻
さ
れ
た
後
も
、
左
京
・
右
京
と
い
う
範
域
は
現
実
に
使
用
さ
れ

て
い
た
。
ま
た
、
郷
で
は
な
く
、
条
坊
に
基
づ
い
た
支
配
が
行
わ
れ
て
い
た
。
本
節
で
は
、
支
配
の
内
実
を
具
体
的
に
み
て
い
ぎ
だ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
既
に
度
々
言
及
し
て
い
る
「
東
大
寺
家
地
梢
換
券
文
」
は
、
延
暦
二
三
年
に
、
東
大
寺
が
山
城
国
相
楽
郡
蟹
幡
郷
に
も
っ
て
い
た
二
町
一
二

八
歩
の
土
地
と
、
紀
朝
臣
勝
長
の
平
城
左
京
二
条
五
坊
七
町
の
家
地
を
相
博
し
た
際
の
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
東
大
寺
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、

東
大
寺
関
係
者
と
も
う
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
紀
勝
長
が
署
名
を
行
っ
て
い
る
。
続
い
て
僧
綱
が
署
名
を
加
え
、
さ
ら
に
、
勅
旨
梨
園
庄
内
に

あ
た
ら
な
い
こ
と
を
鋳
銭
長
官
が
検
校
し
、
大
和
国
司
と
山
城
国
司
が
覆
検
知
実
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
文
書
か
ら
は
、
鋳
銭
司
が
勅
旨
梨
里

庄
を
管
理
し
て
い
た
こ
と
、
大
和
国
司
が
覆
検
知
実
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
平
城
左
京
二
条
五
国
損
町
の
家
地
に
大
和
国
司
の
管
理



平安期平城京域の空間利胴とその支配（堀）

が
及
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
さ
ら
に
、
相
博
の
後
、
東
大
寺
が
開
発
し
た
こ
の
地
の
う
ち
、
七
段
余
り
が
東
大
寺
地
で
あ
る
の
で
、
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
に
帳
か
ら
除

く
こ
と
を
申
請
し
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
認
定
を
担
当
し
た
の
は
、
添
上
郡
擬
主
帳
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
廃
都
後
の
平
城
京
域
の

土
地
管
理
が
、
国
司
…
郡
司
の
系
統
で
担
わ
れ
た
こ
と
、
帳
を
使
用
し
て
土
地
管
理
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

　
次
に
、
左
京
よ
り
も
下
位
レ
ベ
ル
の
領
域
で
あ
る
条
に
基
づ
い
た
支
配
に
つ
い
て
見
た
い
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
前
章
で
も
取
り
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

げ
た
寿
永
二
年
の
、
審
理
御
供
預
散
位
藤
原
能
季
が
春
日
社
領
の
堺
市
五
箇
条
の
惣
追
捕
使
補
任
に
関
し
て
提
出
し
た
申
文
で
あ
る
。
一
二
世

紀
後
半
の
段
階
で
春
日
社
領
と
し
て
み
え
て
い
る
も
の
の
、
惣
追
捕
使
の
職
が
野
市
の
名
を
冠
し
た
五
箇
条
を
単
位
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
条
と
い
う
単
位
と
関
連
を
持
ち
な
が
ら
追
捕
使
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
ま
た
、
同
文
書
申
に
見
え
る
惣
刀
禰
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

い
う
職
に
も
注
目
し
た
い
。
平
城
京
域
に
お
い
て
在
地
刀
禰
に
よ
る
所
有
保
証
が
見
ら
れ
た
の
は
、
左
京
七
条
四
坊
一
二
坪
と
八
条
四
坊
七
坪

に
限
ら
れ
、
そ
こ
に
は
惣
刀
禰
が
見
え
る
。
大
和
国
の
「
在
地
刀
禰
」
機
構
に
つ
い
て
は
田
村
憲
美
が
、
従
来
の
令
制
に
基
づ
い
た
各
誌
の
解

体
後
、
国
衙
の
収
納
所
設
置
単
位
と
し
て
一
〇
世
紀
末
か
ら
成
立
し
て
い
た
再
編
郡
郷
毎
に
「
惣
刀
禰
」
匡
「
郷
刀
禰
」
を
置
く
形
態
を
と
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
章
で
辰
帯
が
条
を
ま
と
め
る
形
で
領
域
編
成
を
受
け
て
い
た
可
能
性
を
想
定
し
た
が
、
国
衙
支
配
と

関
連
す
る
統
括
者
で
あ
る
惣
刀
禰
の
存
在
か
ら
見
て
、
国
衙
支
配
と
深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
条
と
い
う
単
位
に
基
づ
く
領
域
構
造
と
支
配
体
制

が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
後
に
春
日
社
領
化
し
た
可
能
性
が
想
定
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
の
延
暦
年
間
の
文
書
も
含
め
て
、
こ
の
時
期
に
は
家
地
な
い
し
は
園
地
と
い
う
土
地
利
用
が
多
く
見
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
を
平

城
京
か
ら
遠
く
離
れ
た
貴
族
や
官
司
が
領
有
し
て
い
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
。
こ
の
点
を
考
え
る
に
際
し
て
は
、
貞
観
年
間
の
動
向
が
参
考
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
⑦

な
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
貞
観
年
間
に
問
題
と
な
っ
た
絶
戸
の
記
事
を
以
下
に
あ
げ
る
。

　
　
①
「
先
是
。
大
和
国
醤
。
左
京
絶
芦
七
百
十
三
燗
。
愚
智
削
籍
。
依
百
姓
愁
。
貞
観
二
年
。
且
百
計
四
燗
。
百
姓
之
愁
。
猶
歌
謡
餌
。
至
是
免
六
百
十

　
　
　
一
　
姻
。
編
戸
如
旧
。
」
『
日
本
三
代
実
録
臨
貞
観
四
年
四
月
～
一
日
条
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②
「
先
是
。
大
和
国
雷
。
右
京
絶
戸
百
七
十
九
燭
。
将
被
除
帳
。
至
尊
。
並
免
之
。
以
百
姓
愁
也
。
」
『
臼
本
三
代
実
録
』
貞
観
四
年
五
月
四
日
条

　
　
③
「
太
政
蜜
処
分
。
免
大
和
国
欝
将
二
葉
右
京
絶
戸
百
姓
三
百
姻
。
」
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
四
年
一
〇
月
二
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
絶
戸
と
は
、
本
来
の
戸
の
成
員
が
不
在
に
な
っ
て
い
る
戸
を
指
し
て
お
り
、
『
聖
意
』
園
地
条
で
は
、
絶
戸
に
際
し
て
園
地
を
公
に
還
す
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
口
分
田
に
つ
い
て
は
規
定
が
な
く
、
班
田
を
ま
っ
て
収
公
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
北
村
は
、
絶
戸
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

れ
た
も
の
が
除
帳
さ
れ
な
い
こ
と
が
、
京
戸
特
有
の
問
題
と
し
て
九
世
紀
に
発
生
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
る

な
ら
ば
、
京
戸
に
お
い
て
は
絶
芦
の
手
続
き
と
除
帳
の
手
続
き
が
分
離
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
先
の
①
か
ら
③
で
は
、
絶
戸
の
除
睾

除
籍
が
ま
さ
に
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
読
め
る
の
で
あ
り
、
平
安
京
と
同
様
に
平
城
京
に
お
い
て
も
、
絶
戸
の
絶
戸
手
続
き
と
除
帳
手
続

き
が
分
離
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
除
籍
が
百
姓
の
愁
訴
に
よ
り
中
止
さ
れ
、
元
に
戻
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
貞
観
期
平
城
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

域
に
お
け
る
、
一
定
数
の
人
口
及
び
そ
れ
に
付
随
す
る
園
地
の
存
在
と
、
大
和
国
に
よ
る
人
身
支
配
の
浸
透
を
物
語
る
。

　
二
年
後
の
貞
観
六
年
に
は
、
「
先
単
信
和
国
雷
、
平
城
鋸
山
巽
東
添
上
郡
革
茸
下
郡
、
和
銅
三
年
遷
自
古
京
都
於
平
城
於
是
両
君
自
為
都
邑
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

延
暦
七
年
遷
都
長
岡
其
後
七
十
七
年
都
城
道
路
変
為
田
畝
、
内
蔵
寮
田
百
六
十
六
町
野
外
私
墾
開
往
々
有
数
、
望
請
収
公
令
輸
其
租
許
之
」
と

あ
り
、
大
和
国
は
開
墾
さ
れ
、
田
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
平
城
京
域
の
土
地
に
租
を
輸
さ
せ
る
こ
と
を
申
講
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
同
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
文
脈
で
理
解
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
『
延
喜
式
』
に
見
え
る
、
平
城
京
内
の
開
墾
し
た
土
地
を
輸
租
地
と
す
る
規
定
は
こ
れ
を
う
け
た
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
来
輸
租
地
で
あ
る
墾
田
に
対
し
、
こ
の
よ
う
な
申
請
や
規
定
が
行
わ
れ
る
の
は
、
平
城
京
域
で
は
、
現
実
の
土
地

利
用
が
田
地
に
転
換
し
て
い
て
も
、
地
目
上
は
、
不
輸
租
の
園
地
・
宅
地
で
あ
り
つ
づ
け
た
こ
と
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
奈
良
期
の
平
城
京
の
土
地
は
宅
地
と
し
て
班
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
廃
都
後
、
国
家
の
も
と
、
具
体
的
に
は
大
和
国
の
管
理
下
、
に
戻
さ

れ
る
べ
き
土
地
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
平
安
京
以
前
の
都
城
の
う
ち
、
最
も
大
規
模
で
継
続
性
を
も
っ
て
い
た
都
城
で
あ
っ
た
平
城
京
で
は
、

都
城
期
に
起
因
す
る
諸
関
係
が
そ
の
動
向
を
規
定
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
石
上
画
聖
の
屋
敷
を
寺
に
し
た
阿
閤
寺
や
、
弘
文
院
、
斎
音
寺
な
ど
、

貴
族
の
旧
宅
を
寺
院
と
し
た
例
が
廃
都
後
に
幾
つ
か
見
え
る
こ
と
は
、
廃
都
後
も
宅
地
を
国
家
に
返
す
こ
と
な
く
、
貴
族
が
か
つ
て
の
平
城
京
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⑭

の
土
地
と
建
物
に
対
し
て
何
ら
か
の
権
利
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
先
の
東
大
寺
家
地
相
換
券
文
に
見
え
る
平
城
左
京
二
条
五

坊
七
町
の
家
地
も
、
参
議
従
三
位
行
左
兵
墨
描
兼
造
東
寺
長
官
で
あ
る
紀
朝
臣
髪
長
と
い
う
高
位
の
貴
族
の
土
地
で
あ
り
、
貴
族
と
か
つ
て
の

平
城
京
の
土
地
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
。
同
様
に
、
貞
観
六
年
の
記
事
に
見
え
る
内
蔵
寮
が
平
城
京
域
に
も
っ
て
い
た
墾
田

も
、
か
つ
て
の
平
城
京
期
の
敷
地
を
核
と
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
以
上
の
事
例
は
、
平
安
京
に
移
っ
て
も
、
か
つ
て
の
敷
地
に
対
し
て
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ら
か
の
権
利
を
残
し
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。

　
以
上
か
ら
、
平
城
京
と
い
う
呼
称
や
条
坊
が
廃
都
後
も
存
続
し
た
理
由
の
一
つ
を
こ
の
点
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
廃
都
直
後
の
平

城
京
域
の
地
目
は
田
地
で
は
な
く
、
私
的
所
有
権
の
強
い
園
地
・
宅
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
平
城
京
域
を
国
司
の
直
接
的
な
領
域
的
支
配
が
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

び
難
い
空
間
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
平
安
初
期
に
京
職
大
夫
と
大
和
国
司
の
兼
官
、
京
職
官
人
の
大
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

班
田
使
へ
の
任
用
、
長
岡
な
い
し
は
平
安
京
を
統
括
す
る
京
職
が
、
平
城
旧
説
の
行
政
に
も
関
与
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
の
館
野
の
指
摘
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

平
城
京
が
京
に
準
じ
て
い
た
か
は
お
く
と
し
て
も
、
平
城
京
域
固
有
の
行
政
的
な
必
要
性
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
興
味
深
い
。

平安期平城京域の空間利用とその支配（堀）

第
二
節
　
寺
院
の
中
漫
的
転
換
と
平
城
京
域

　
平
城
京
域
の
寺
院
で
は
、
維
摩
会
、
最
勝
会
、
御
斎
会
と
い
う
最
重
要
な
平
安
期
の
国
家
的
仏
教
行
事
の
う
ち
、
二
つ
が
開
催
さ
れ
、
法
会

の
開
催
地
と
法
会
に
必
要
な
僧
侶
の
養
成
地
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
廃
都
後
も
保
ち
続
け
た
。
手
厚
く
保
護
さ
れ
て
い
た
寺
院
は
、
本
来
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

律
令
制
度
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
段
階
で
は
、
封
戸
等
に
よ
る
収
入
と
法
会
の
開
催
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
費
用
で
運
営
さ
れ
た
。
し
か
し
、

令
制
の
弛
緩
に
伴
う
封
戸
及
び
遠
隔
地
初
期
荘
園
の
退
転
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
に
至
り
、
寺
院
で
は
寺
院
機
構
の
整
備
と
荘
園
の
領
有
が
進

め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
前
章
で
み
た
九
・
一
〇
世
紀
の
平
城
京
域
内
に
非
統
合
的
に
存
在
し
た
土
地
群
は
、
い
わ
ゆ
る
初
期
荘
園
や
免
田

　
　
　
　
　
⑳

型
の
所
領
形
態
で
あ
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
国
衙
の
支
配
下
、
寺
院
な
ど
に
領
有
が
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
＝
世
紀
に
至
る
と
、
近
接
す
る
寺
池
空
間
が
重
視
さ
れ
、
例
え
ば
、
南
都
七
大
寺
の
西
大
寺
で
は
、
大
石
雅
章
に
よ
れ
ば
、
経
済
基
盤
を

107 （713）



寺
中
・
寺
辺
の
田
畠
に
お
き
、
寺
辺
の
有
力
農
民
を
寺
僧
と
し
て
編
成
す
る
農
村
的
小
寺
院
へ
と
転
成
し
て
い
た
。
さ
ら
に
大
石
は
、
こ
の
よ

う
な
編
成
は
興
福
寺
と
東
大
寺
を
除
く
大
和
国
の
諸
寺
院
に
共
通
す
る
構
造
で
あ
っ
た
と
の
見
通
し
を
与
え
て
い
る
。
大
石
の
指
摘
を
敷
術
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
な
ら
ば
、
西
大
寺
の
境
内
及
び
寺
辺
空
間
が
二
黒
を
受
け
、
領
有
を
み
と
め
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
平
城
京
域
で
は
、
寺
辺
空
問
が
諸
寺
の

経
営
基
盤
と
し
て
領
域
編
成
さ
れ
、
左
右
京
｝
条
か
ら
な
る
国
衙
支
配
機
構
か
ら
離
脱
し
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
西
大
寺
の
寺
辺
編
成
で
は
、
経
済
基
盤
と
し
て
の
水
田
経
営
が
重
要
で
あ
り
、
＝
世
紀
か
ら
開
始
さ
れ
る
秋
篠
寺
と
の
相
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
お
い
て
、
水
源
地
た
る
秋
篠
由
の
溜
池
等
の
用
益
も
論
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
か
つ
て
宅
地
で
あ
っ
た
平
城
京
域
に
お
い
て
、
水
田
化

を
図
る
際
に
水
源
の
確
保
と
整
備
は
必
須
で
あ
り
、
西
大
寺
を
結
集
核
と
し
た
華
華
領
域
の
編
成
は
水
利
環
境
の
整
備
を
伴
っ
て
初
め
て
実
効

性
を
持
ち
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
第
二
章
で
見
た
よ
う
に
平
城
窟
域
に
お
い
て
廃
都
後
、
継
続
的
に
水
田
化
が
図
ら
れ
着
実
に
水
田

が
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
西
大
寺
の
よ
う
な
寺
院
に
よ
る
水
利
環
境
の
整
備
が
広
く
進
め
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

薬
師
寺
に
お
い
て
は
、
寺
下
郷
水
田
の
水
源
の
～
つ
で
あ
る
寺
西
方
に
位
置
す
る
大
池
の
分
水
を
司
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
は
そ
の
好
例
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
、
＝
世
紀
半
ば
以
降
展
開
す
る
荘
園
制
的
領
域
支
配
と
そ
れ
に
対
応
す
る
支
配
形
態
で
あ
る
領
域
型
荘
園
の
形
成
、
さ
ら
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

そ
れ
に
継
起
す
る
南
北
朝
期
の
開
発
の
進
展
が
水
利
環
境
の
整
備
と
関
係
を
も
ち
な
が
ら
進
展
し
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
と
、
寺
辺
郷
の
編
成
と

の
問
に
多
く
の
点
で
共
通
性
が
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
養
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
そ
の
意
味
で
は
、
興
福
寺
に
よ
る
西
大
寺
の
編
成
を
取
り
上
げ
た
石
上
が
、
一
〇
世
紀
末
以
降
、
他
寺
僧
、
と
り
わ
け
興
福
寺
僧
に
よ
っ
て

西
大
寺
別
当
が
独
占
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
　
～
一
二
世
紀
に
か
け
て
、
本
家
を
興
福
寺
、
領
家
を
興
福
寺
学
侶
等
の
補
任
さ
れ
る
別
当
、

荘
官
を
寺
家
三
綱
や
俗
人
の
下
司
な
ど
と
し
、
寺
中
伽
藍
、
寺
本
、
周
辺
の
散
在
所
領
か
ら
構
成
さ
れ
る
荘
園
的
経
営
体
そ
の
も
の
に
転
化
し

た
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
、
平
城
京
域
が
荘
園
制
的
な
領
域
構
造
へ
と
転
化
し
た
こ
と
を
、
的
確
に
表
現
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
た
だ
し
聖
賢
の
編
成
は
、
西
大
寺
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
東
大
寺
や
興
福
寺
で
も
同
様
に
進
行
し
て
い
た
。
前
章
で
み
た
よ
う
に
東

大
寺
の
膝
下
で
も
一
〇
世
紀
の
段
階
で
は
、
寺
丁
掛
近
田
地
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
ル
ー
ズ
な
形
で
編
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
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平安期平城京域の空間利用とその支配（堀）

寺
院
名
を
冠
す
る
郷
が
一
一
世
紀
に
入
っ
て
出
現
し
、
さ
ら
に
一
二
世
紀
末
の
興
福
寺
膝
下
で
は
周
密
な
領
域
編
成
が
出
現
し
て
い
た
。

　
こ
れ
に
は
、
興
福
寺
は
藤
原
氏
の
氏
寺
で
あ
り
、
中
世
に
お
い
て
東
大
寺
と
多
忙
峯
以
外
の
大
和
国
の
寺
院
を
来
寺
化
し
大
和
国
を
支
配
し

て
い
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
興
福
寺
と
藤
原
氏
と
の
関
係
は
平
安
中
期
以
前
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
強
力
な
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
日
下
佐
起
子
は
、
摂
関
期
、
弘
仁
・
昌
泰
年
間
の
鹿
田
荘
の
地
子
米
施
入
以
外
に
は
興
福
寺
に
対
す
る
寄
進
が
見
あ
た
ら

な
い
の
に
対
し
、
延
暦
寺
関
係
に
は
多
く
の
寄
進
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
摂
関
時
代
、
摂
関
家
の
信
仰
生
活
の
面
に
お
い
て
は
、
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

等
の
関
心
は
、
氏
寺
興
福
寺
よ
り
専
ら
平
安
仏
教
の
天
台
宗
山
門
派
や
寺
門
派
に
む
い
て
い
た
」
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
段
階
の
興

福
寺
は
藤
原
氏
の
由
緒
を
も
つ
官
寺
と
し
て
国
家
的
仏
教
行
事
の
一
翼
を
担
う
寺
院
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
興
福
寺

と
摂
関
家
の
関
係
は
院
政
期
を
画
期
と
し
て
、
「
官
寺
」
か
ら
「
氏
寺
匪
御
寺
」
へ
と
変
質
・
転
換
し
た
と
日
下
は
述
べ
る
。
ま
さ
に
こ
の
時

期
に
、
「
一
乗
院
の
貴
種
の
始
」
「
儲
蓄
御
子
の
当
寺
に
御
下
向
の
最
初
」
と
称
さ
れ
る
覚
信
の
入
寺
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
興
福
寺
と
世
俗
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

会
と
の
縁
の
強
化
が
進
め
ら
れ
、
春
日
社
と
興
福
寺
の
一
体
化
が
図
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
興
福
寺
の
有
力
化
は
、
先
に
あ
げ
た
よ
う
な

東
大
寺
・
興
福
寺
膝
下
地
区
の
都
市
的
形
成
に
大
き
く
寄
与
し
た
こ
と
が
疑
い
な
い
が
、
他
方
、
寺
院
周
辺
と
散
在
所
領
か
ら
な
る
荘
園
的
経

営
体
た
る
平
城
京
域
の
寺
院
を
、
本
寺
宋
寺
関
係
と
い
う
社
会
的
関
係
を
媒
介
と
し
て
編
成
し
て
い
く
方
向
に
も
作
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
を
領
域
構
造
の
側
面
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
国
衙
支
配
下
の
領
域
構
造
か
ら
離
脱
し
た
領
域
が
、
興
福
寺
を
頂
点
と
す
る
、
階
層
性
を
も
っ

た
構
造
へ
と
漸
次
、
編
成
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
編
成
の
帰
結
を
示
し
て
い
る
の
が
、
応
永
六
年
の
資
料
に

見
ら
れ
る
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
寺
方
、
一
乗
院
方
、
大
乗
院
方
に
分
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
寺
院
を
核
と
し
て
編
成
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

結
集
さ
れ
て
い
る
領
域
が
体
系
付
け
ら
れ
て
い
る
様
が
見
て
取
れ
る
。

　
ま
た
、
国
衙
に
よ
る
大
和
国
の
支
配
機
構
に
つ
い
て
も
、
　
二
世
紀
以
降
、
興
福
寺
が
掌
握
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
、
田
村
は
、

『
郡
刀
禰
司
』
が
私
領
の
保
証
等
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
『
郡
刀
禰
司
』
の
指
揮
権
の
変
遷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
、
指
揮
関
係
文
書
の
変
化
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
大
和
国
の
支
配
権
は
、
一
二
世
紀
前
半
に
藤
氏
長
者
（
勧
学
院
政
所
）
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に
転
移
し
、
興
福
寺
別
当
が
目
代
的
な
地
位
を
占
め
て
お
り
、
｝
二
世
紀
後
半
、
南
都
の
焼
き
討
ち
前
後
に
、
公
文
所
と
三
綱
を
編
成
し
た
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

当
が
よ
り
直
接
的
に
指
揮
権
を
掌
握
し
た
と
結
論
し
て
い
る
。
大
和
国
支
配
機
構
を
、
興
福
寺
が
政
所
系
列
を
通
じ
て
、
ま
ず
掌
握
し
た
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
は
、
平
城
京
域
の
領
域
構
造
を
考
え
る
上
で
も
示
唆
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
寺
院
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
左
京
の

三
条
～
七
条
、
一
～
条
坊
付
近
が
、
先
の
応
永
六
年
の
資
料
で
条
を
単
位
と
し
、
寺
方
と
し
て
み
え
る
の
は
、
一
般
に
平
城
京
域
で
は
寺
院
を

核
と
し
た
領
域
編
成
が
進
め
ら
れ
た
の
に
対
し
、
国
衙
支
配
下
に
残
さ
れ
た
こ
の
区
域
は
国
衙
支
配
機
構
と
領
域
構
造
が
興
福
寺
の
寺
方
の
支

配
下
に
継
承
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
平
安
期
平
城
京
域
に
お
け
る
領
域
編
成
は
、
ま
さ
に
荘
園
制
的
な
空
間
秩
序
へ
の
転
換
を
物
語
っ
て
お
り
、
平
城
京
と
い
う
、

か
つ
て
の
都
城
の
実
体
的
な
空
間
的
枠
組
み
を
完
全
に
解
体
せ
し
め
る
方
向
へ
と
進
む
も
の
で
あ
っ
た
。

llO （716）

第
三
節
今
後
の
課
題

　
以
上
、
平
安
期
平
城
京
域
の
空
間
変
化
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
資
料
の
少
な
さ
も
あ
り
、
推
論
を
重
ね
た
部
分
も
多
く
、
大
枠
と

し
て
の
見
通
し
を
与
え
た
段
階
に
過
ぎ
な
い
が
、
平
城
京
か
ら
申
世
奈
良
へ
の
変
化
の
空
間
的
様
相
が
、
先
行
研
究
で
は
、
明
確
に
意
識
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
通
史
的
叙
述
に
よ
っ
て
推
移
が
説
明
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、
本
稿
の
よ
う
な
作
業
に
も
一
定
の
意
味
が
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
見
通
し
の
も
と
、
今
後
の
取
り
組
む
べ
き
幾
つ
か
の
間
題
が
よ
り
明
確
に
な
っ
て
き
た
と
言
え
る
。

　
ま
ず
、
本
稿
で
は
、
実
態
的
な
側
面
に
つ
い
て
で
き
う
る
限
り
具
体
的
に
論
述
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
の
た
め
、
認
識
的
レ
ベ
ル
で
の
平
城

京
と
い
う
空
間
か
ら
奈
良
へ
と
い
う
空
間
へ
の
推
移
に
つ
い
て
は
ふ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
平
城
も
奈
良
も
「
ナ
ラ
」
と

訓
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
平
城
京
か
ら
奈
良
と
い
う
推
移
は
認
識
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
と
ら
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
ま
た
、
平
城
京
域
の
大
半
が
荘
園
制
的
な
秩
序
が
展
開
す
る
空
間
へ
と
推
移
し
て
い
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
中
世
大
和
を
規
定
し
て
い
た
荘
園

の
領
有
構
造
と
そ
れ
に
起
因
す
る
諸
問
題
の
中
で
、
平
城
京
域
と
い
う
寺
院
膝
下
の
空
間
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
点
が
問



平安期平城京域の空間利用とその支配（堀）

題
と
な
ろ
う
。
本
稿
の
議
論
で
は
、
寺
院
の
中
世
的
展
開
と
、
寺
院
の
膝
下
で
あ
る
平
城
京
域
に
お
け
る
領
域
編
成
の
展
開
と
の
関
係
の
議
論

は
概
略
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
例
え
ば
私
領
と
呼
ば
れ
、
寺
僧
領
さ
ら
に
は
院
家
領
な
ど
へ
と
結
実
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
土

　
　
　
　
　
　
⑭

地
領
有
形
態
が
、
空
間
的
に
ど
の
よ
う
に
平
城
京
域
に
お
い
て
展
開
し
て
お
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
平
城
京
域
の
空
間
的
編
成
と
関
係
し
て

い
た
か
に
つ
い
て
は
十
分
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
実
態
的
な
側
面
の
検
討
を
押
し
進
め
る
な
ら
ば
、
長
岡
京
な
ど
他
の
都
城
や
国
府
か
ら
中
世
府
中
へ
の
変
化
や
、
平
安
京
か
ら
京
都

へ
の
推
移
と
の
関
係
を
論
じ
る
方
向
も
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
本
稿
に
お
い
て
↓
半
舷
京
か
ら
奈
良
と
い
う
推
移
の
幾
つ
か
の
画
期
を
整
理
し
た

こ
と
は
、
平
安
京
か
ら
京
都
へ
の
推
移
と
対
応
さ
せ
た
議
論
を
行
い
う
る
可
能
性
が
開
か
れ
た
と
い
え
よ
う
。
以
上
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

①
平
二
五

②
平
四
〇
八
三

③
同
文
書
中
に
は
、
正
預
補
、
執
行
、
惣
刀
禰
な
ど
の
職
が
見
え
る
。

④
平
九
六
四
、
平
九
七
八

⑤
平
二
＝
モ

⑥
田
村
憲
美
『
日
本
中
世
村
落
形
成
史
の
研
究
隔
校
倉
書
房
一
九
九
四
。
た
だ

　
し
、
通
常
は
郡
司
の
署
判
が
在
地
刀
禰
ら
の
後
に
据
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

　
平
城
京
域
の
事
例
で
は
郡
司
の
署
判
が
見
え
な
い
。
他
地
域
の
添
上
郡
の
文
書
で

　
は
添
上
郡
司
な
ど
の
存
在
は
確
認
さ
れ
る
か
ら
、
平
城
京
華
の
所
有
秩
序
に
積
極

　
的
に
は
郡
司
が
関
与
し
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

⑦
通
常
、
こ
こ
で
左
京
右
京
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
平
城
旧
京
の
左
右
京
で
あ

　
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
北
村
優
季
〔
『
平
安
京
i
そ
の
歴
史
と
構
造

　
1
』
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
五
〕
は
、
絶
戸
は
京
戸
固
有
の
制
で
あ
る
こ
と
、
平

　
安
期
に
平
安
京
以
外
の
京
を
指
す
場
合
、
平
城
・
長
岡
な
ど
の
圃
有
名
を
冠
す
る

　
か
、
旧
京
と
断
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
安
京
の
左
右
京
を
指
す

　
も
の
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
文
書
中
に
平
城
な
ど

　
の
表
現
が
既
に
あ
っ
て
、
明
確
に
旧
京
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
場

　
合
、
平
城
を
冠
さ
な
い
の
が
通
常
で
あ
っ
た
こ
と
、
特
に
③
の
文
面
上
、
除
き
棄

　
て
る
主
体
は
大
和
国
と
読
む
方
が
自
然
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
や
は
り
平
城

　
京
の
左
右
京
と
し
て
お
く
方
が
穏
当
と
判
断
し
た
い
。

⑧
　
凹
令
義
解
』

⑨
佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
研
究
篇
』
吉
川
弘
文
館
一
九
室
二

⑩
前
掲
第
四
章
⑦

⑪
こ
の
よ
う
な
絶
戸
と
除
籍
の
分
離
は
、
平
城
京
域
に
お
い
て
は
、
絶
戸
口
分
田

　
の
領
有
だ
け
で
は
な
く
、
園
地
と
い
う
地
目
と
し
て
見
え
る
、
か
つ
て
の
宅
地
の

　
占
有
を
可
能
に
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
～
般
に
、
絶
戸
口
分
田
の
占
有

　
は
、
九
世
紀
に
多
く
の
官
符
が
繊
さ
れ
厳
し
く
取
り
締
ま
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

　
あ
り
、
貞
観
年
問
の
大
和
国
の
目
論
見
は
、
絶
戸
を
除
籍
し
て
日
分
田
と
園
地
を

　
収
公
す
る
こ
と
に
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

⑫
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
＝
月
七
日
条
⑬
魍
延
喜
式
』

　
主
税
上

⑭
平
城
上
皇
が
平
城
宮
完
成
ま
で
、
故
右
大
臣
大
中
駆
清
麻
呂
の
家
に
入
っ
て
い
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る
こ
と
（
剛
類
聚
国
史
』
太
上
天
皇
　
大
同
四
年
＝
｝
月
乙
亥
条
）
も
、
九
世
紀

　
初
め
の
平
城
京
域
に
お
い
て
、
貴
族
の
邸
宅
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

⑮
藤
原
北
家
の
邸
宅
が
維
持
さ
れ
、
佐
保
殿
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
も
同
様
の

　
文
脈
で
解
釈
し
う
る
だ
ろ
う
。

⑯
た
だ
し
、
旧
平
城
京
域
は
、
勅
旨
田
の
設
定
や
賜
与
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、

　
天
皇
の
権
力
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
直
接
的
な
支
配
が
及
ぶ
空
聞
で
も
あ
っ
た
。

⑰
兼
官
は
貞
観
年
間
を
最
後
に
六
国
史
の
範
囲
内
で
は
見
え
な
い
こ
と
も
、
平
城

　
京
の
空
間
支
配
に
お
い
て
、
貞
観
年
間
が
画
期
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

⑱
延
暦
年
間
の
先
の
記
事
や
、
大
同
年
間
の
追
記
な
ど
か
ら
み
て
、
廃
都
後
、
国

　
司
－
郡
司
の
系
統
は
、
徐
々
に
浸
透
し
つ
つ
あ
る
と
も
と
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考

　
え
る
な
ら
ば
、
貞
観
年
間
の
動
き
は
、
こ
の
よ
う
な
動
き
の
帰
結
と
し
て
位
羅
づ

　
け
ら
れ
よ
う
。

⑲
大
同
元
年
の
段
階
で
、
東
大
寺
五
〇
〇
〇
戸
、
大
安
奪
～
五
〇
〇
戸
、
薬
師
寺

　
五
〇
〇
戸
、
興
福
寺
一
二
〇
〇
芦
の
横
縦
が
存
在
し
た
（
『
新
抄
格
勅
符
抄
』
）
。

⑳
初
期
荘
園
・
免
田
型
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
は
、
小
由
靖
憲
門
古
代
荘
園
か
ら

　
中
世
荘
園
へ
」
歴
史
地
理
教
育
一
二
二
九
　
一
九
八
～
を
参
照
。

⑳
　
大
石
雅
章
「
中
世
大
和
の
寺
院
と
在
地
勢
力
」
ヒ
ス
ト
リ
ア
八
五
　
一
九
七
九

⑳
　
平
二
三
〇
二

⑳
　
太
田
順
三
「
西
大
寺
の
領
域
的
支
配
の
確
立
と
絵
図
」
『
続
荘
園
制
と
武
家
社

　
会
』
吉
川
弘
文
館
　
一
九
七
八

⑳
　
村
岡
幹
生
コ
五
・
一
六
世
紀
の
薬
師
奪
の
無
辺
郷
検
断
扁
史
学
雑
誌
九
七
－

　
一
　
～
九
八
八

⑳
　
佐
野
静
代
門
古
代
末
期
～
中
世
の
開
発
画
期
と
平
野
部
荘
園
の
漉
瀧
水
利
－
近

［
付
記
］
発
掘
調
査
報
告
書
等
の
資
料
閲
覧
に
際
し
、

い
た
し
ま
す
。
な
お
、
本
研
究
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程

　
江
国
野
洲
川
右
岸
平
野
を
事
例
と
し
て
1
扁
歴
史
地
理
学
三
九
一
二
　
一
九
九
七
、

　
水
野
章
一
一
「
中
世
の
開
発
と
村
落
－
近
江
湖
東
の
一
地
域
か
ら
一
」
歴
史
学
研
究

　
六
五
九
　
一
九
九
四

⑳
　
前
掲
　
第
三
章
⑨

⑳
　
日
下
佐
起
子
門
平
安
末
期
の
興
福
寺
…
御
寺
概
念
の
成
立
1
」
史
窩
二
八
　
｝

　
九
七
〇

⑳
　
前
掲
　
第
一
章
⑥
b
な
ど

⑳
永
島
福
太
郎
「
春
日
社
興
福
寺
の
一
体
化
」
日
本
歴
史
＝
竃
一
九
五
八

⑳
　
先
に
取
り
上
げ
た
西
大
寺
が
、
応
永
六
年
の
資
料
に
は
見
え
な
い
よ
う
に
、
全

　
て
の
寺
院
が
完
全
に
興
福
寺
に
直
接
支
配
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
西

　
大
寺
で
は
、
弘
安
元
年
（
＝
～
七
八
）
に
律
家
で
あ
る
叡
尊
に
西
大
寺
の
進
止
権

　
が
委
譲
さ
れ
て
い
る
。

⑳
前
掲
第
四
章
⑥

⑳
　
稲
葉
伸
道
『
中
世
寺
院
の
権
力
構
造
』
岩
波
書
店
　
一
九
九
七

⑳
前
掲
第
一
章
⑥
a

⑭
前
掲
　
第
四
章
⑥
、
泉
谷
康
夫
「
中
世
に
お
け
る
興
福
寺
雑
役
免
田
」
奈
良
教

　
育
大
学
紀
要
工
八
－
一
　
一
九
七
九
、
安
田
次
郎
「
興
福
寺
の
雑
役
免
庄
園
と
院

　
家
領
庄
園
に
つ
い
て
」
お
茶
の
水
史
学
三
三
　
一
九
九
〇
、
川
端
薪
「
興
福
等
院

　
家
領
荘
園
の
形
成
」
『
日
本
社
会
の
史
的
特
質
　
古
代
・
中
世
』
田
文
闇
出
版

　
一
九
九
七
な
ど
。

⑳
山
田
邦
和
〔
「
左
京
と
右
京
」
『
平
安
京
提
要
』
角
川
書
店
～
九
九
四
〕
が
示

　
し
た
よ
う
な
、
発
掘
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
平
安
京
左
右
京
の
空
間
利
用
の

　
変
化
と
の
対
比
な
ど
も
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
山
中
敏
史
先
生
に
御
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
記
し
て
感
謝

平
成
九
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
奨
励
費
　
六
四
二
〇
）
を
使
用
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
　
京
都
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“Edictum　Gallieni”　and　the　rise　of　the　equites

　　　　　　　　　during　the　third　century．

by

INouE　Fuminori

　　When　the　Augustan　Empire　was　in　the　crisis　dttring　the　third　century，　it　was

transformed　into　the　absolute　monarchy　of　the　Dominatus　as　a　result　of　the

decrease　of　senate’s　power　and　the　rise　of　equestrian　order．　Most　recent　studies

considered　the　process　as　the　implementation　of　the　detiberate　policy　of　the

successive　emperors　to　increase　their　own　power　by　excluding　the　senators　from

major　military　posts　for　the　sake　of　more　faithful　equesnians．

　　After　examining　these　process　paticularly　with　reference　to　“Edicturn　GaMeni”，

the　author　concludes　that　the　“Edictum　Gailieni”　has　never　existed，　and　actually　it

was　not　Gallienus　but　Valerian　who　elevated　many　equestrians　to　major　mfitary

posts．　Therefore，　the　rise　of　the　equestrian　order　was　caused　by　Valerian’s

defensive　policy　of　the　Empire　like　Tetrarchy，　which　provoked　the　decentralization

of　the　Empire，　instead　of　the　imperial　oppressive　policy　against　the　senate．　The

reign　of　Valerian　was　the　beginning　of　“the　age　of　rnilitary　equestrians”，　which

paved　the　way　for　the　Diocletian　times．

The　land　utilization　and　territorial　occupation　of　the　abandoned

　　　　　Heijyo　Capital（平城京）area　in　early　medieval　Japan

by

HoRI　Takehiko

　　This　paper　analyzes　the　transfbmmation　of　之e磁亡oha董　occupation　and

administration　the　former　Heijyo　capital（平城京）area　in　early　medieval　Japan．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（777）



Heijyo　kyo　was　the　capital　city　of　Japan　in　the　eighth　century．　lt　has　been

considered　that　most　of　its　urban　area　was　desolated　immediately　imo　paddy　field

after　removal　of　the　capital．　Within　it　only　Nara，　the　town　attached　to　the

Kouhukuji　temple　survived　and　became　a　rnediaeval　town．

　　The　author　investigates　the　changing　process　from　three　aspects：　the

transformation　of　land　utdization，　the　territorial　occupatioR　and　administration．

　　Conceming　the　land　utdization，　four　features　can　be　clarifled　as　follows：

（1）　Paddy　fields　became　dominant　in　the　eleventh　century．

The　land　utilizatioR　is　foukd　to　have　changed　gradually　and　underwent　two　stages：

From　the　residence　to　cultivated　land，　and　then　further　to　paddy　field．

（2）　The　process　of　the　change　of　the　land　into　paddy　field　was　charactexized　by

geographical　dfference．　UrbaR　features　might　have　existed　in　the　places　such　as

the　ancient　market　squares　and　temple　grounds　besides　Nara，　the　medieval　town．

（3）　The　large　temples　and　the　established　centers　of　marketing　systern　could

support　urban　land　use．

（4）　The　spatial　structures　of　the　land　utlization　shown　by　contracts　fundarnentally

correspond　with　the　historical　sites　of　buildings　and　roads　emerged　from　recent

archaeological　investigation．

　　It　can　be　concluded　that　there　was　a　Roticeab｝e　transformation　in　the　territorial

occupation　and　administration　of　Heijyo　capitai　in　the　mid　ninth　century．　After　the

removai　of　the　capital，　the　city　area　of　Heijyo　was　not　adrrimistrated　by　the

universal　system，　as　the　land　rights　originated　in　the　metropolitan　period　were

weH　preschbed㎞£he血st　ha旺of　the　n融century．　It　was　actually　formed　by　tle

territorial　aclrninistrative　system　inherited　fiom　the　metropolitan　period　and　the

manors　of　large　temples　and　local　govemment．

　　From　the　eleventh　century　onwards，　the　Kouhukuji　temple　reorganized　the

territorial　administration，　and　graduaky　placed　itself　at　the　top　of　the　administration

hierarchy．　lt　；s　considered　that　the　big　fire　of　Nara　caused　by　war　disasters　in　the

tweifth　century　accelerated　this　tendency．
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